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(57)【要約】
　システムは、一組の命令を記憶する記憶装置と、記憶
装置と通信する一つ以上のプロセッサとを含む。一組の
命令を実行するとき、プロセッサは、システムに、車両
及び車両を使用するユーザに関連する情報をネットワー
クを介して取得させるように構成される。プロセッサは
また、システムに、マルチメディア情報に基づいてユー
ザの少なくとも一つの行動を決定させる。プロセッサは
また、システムに、ユーザの行動に応じて少なくとも一
つのメッセージを生成させ、ネットワークを介してメッ
セージを車両又はユーザの端末装置に送信させる。プロ
セッサはまた、システムに、情報に基づいて放送データ
を決定させる。プロセッサはまた、システムに、ネット
ワークを介して放送データを車両又はユーザの端末装置
に送信させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一組の命令を記憶する記憶装置と、前記記憶装置と通信する一つ以上のプロセッサとを
含むシステムであって、前記一組の命令を実行するとき、前記一つ以上のプロセッサは、
前記システムに、 車両に取り付けられた少なくとも一つの検出器によって検出される、
ユーザに関連するマルチメディア情報をネットワークを介して取得させ、前記ユーザに関
連する前記マルチメディア情報に基づいて前記ユーザの少なくとも一つの行動を決定させ
、前記ユーザの前記少なくとも一つの行動に応じて少なくとも一つのメッセージを生成さ
せ、前記ネットワークを介して前記少なくとも一つのメッセージを前記車両又は前記ユー
ザの端末装置に送信させるように構成される、システム。
【請求項２】
　前記ユーザに関連する前記マルチメディア情報は、画像情報、音声情報、又はビデオ情
報のうちの少なくとも一つを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記ユーザの前記少なくとも一つの行動は、前記車両を運転するか又は前記車両に乗る
間にイヤホンを着用すること、前記車両を運転するか又は前記車両に乗る間に電話をかけ
ること、赤信号を無視すること、前記車両を損傷させること、前記車両のロックをいじる
こと、又はジェスチャーコミュニケーションを使用することのうちの少なくとも一つを含
む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記一つ以上のプロセッサはさらに、前記システムに、前記ユーザの前記少なくとも一
つの行動が、前記車両を運転するか又は前記車両に乗るにイヤホンを着用すること、前記
車両を運転するか又は前記車両に乗る間に電話をかけること、又は赤信号を無視すること
のうちの少なくとも一つを含むか否かを決定させ、前記ユーザの前記少なくとも一つの行
動が、前記車両を運転するか又は前記車両に乗る間にイヤホンを着用すること、前記車両
を運転するか又は前記車両に乗る間に電話をかけること、又は赤信号を無視することのう
ちの少なくとも一つを含むという決定の結果に応じて、前記ユーザに安全に走行するよう
に促すメッセージを前記ネットワークを介して前記車両又は前記端末装置に送信させるよ
うに構成される、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記一つ以上のプロセッサはさらに、前記システムに、前記ユーザの前記少なくとも一
つの行動が前記車両を損傷させることを含むか否かを決定させ、前記ユーザの前記少なく
とも一つの行動が前記車両を損傷させることを含むという決定の結果に応じて、前記ネッ
トワークを介して前記車両又は前記端末装置に警告を送信させるように構成される、請求
項３に記載のシステム。
【請求項６】
　前記一つ以上のプロセッサはさらに、前記システムに、前記ユーザの前記少なくとも一
つの行動が前記車両のロックをいじることを含むか否かを決定させ、前記ユーザの前記少
なくとも一つの行動が前記車両の前記ロックをいじることを含むという決定の結果に応じ
て、前記ネットワークを介して前記車両又は前記端末装置に警告を送信させ、前記ネット
ワークを介して前記ユーザに関連する前記マルチメディア情報と前記車両の識別子とをサ
ーバに送信させるように構成される、請求項３に記載のシステム。
【請求項７】
　前記一つ以上のプロセッサはさらに、前記システムに、前記ユーザの前記少なくとも一
つの行動がジェスチャーコミュニケーションを使用することを含むか否かを決定させ、前
記ユーザの前記少なくとも一つの行動がジェスチャーコミュニケーションを使用すること
を含むという決定の結果に応じて、前記ネットワークを介して手話によるメッセージを前
記車両又は前記ユーザの前記端末装置に送信させるように構成される、請求項３に記載の
システム。
【請求項８】
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　一組の命令を記憶する記憶装置と、前記記憶装置と通信する一つ以上のプロセッサとを
含むシステムであって、前記一組の命令を実行するとき、前記一つ以上のプロセッサは、
前記システムに、ネットワークを介して車両に関連する情報を取得させ、前記車両に関連
する情報に基づいて放送データを決定させ、前記ネットワークを介して前記放送データを
前記車両又は前記車両を使用するユーザの端末装置に送信させるように構成される、シス
テム。
【請求項９】
　前記車両に関連する情報は、マルチメディア情報、速度情報、環境情報、位置情報、ロ
ック情報、ノイズ情報、広告情報、又はバッテリ情報のうちの少なくとも一つを含む、請
求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ロック情報は、前記車両のロックの、施錠から解錠への又は解錠から施錠への状態
変化を含み、前記放送データは、前記車両の前記ロックの前記状態変化に関連する放送デ
ータを含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記環境情報は、前記車両が位置する領域に関連し、前記環境情報は、温度、湿度、風
、又は塵埃のうちの少なくとも一つを含む前記車両の少なくとも一つの環境パラメータを
含み、前記一つ以上のプロセッサは、前記システムに、前記少なくとも一つの環境パラメ
ータの値が閾値を超えるか否かを決定させ、前記少なくとも一つの環境パラメータが前記
閾値を超えるという決定の結果に応じて、前記少なくとも一つの環境パラメータに関連す
る放送データを前記ネットワークを介して前記車両又は前記ユーザの前記端末装置に送信
させるように構成される、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記速度情報は、Ｘ軸の加速度、Ｙ軸の加速度、及びＺ軸の加速度を含み、前記一つ以
上のプロセッサは、前記システムに、前記車両のロックが解錠されるときに前記Ｘ軸の加
速度及び前記Ｚ軸の加速度が異常であるか又は前記ロックが解錠されるときに前記Ｙ軸の
加速度及び前記Ｚ軸の加速度が異常であるか否かを決定させ、前記ロックが解錠されると
きに前記Ｘ軸の加速度及び前記Ｚ軸の加速度が異常であるか又は前記ロックが解錠される
ときに前記Ｙ軸の加速度及び前記Ｚ軸の加速度が異常であるという決定の結果に応じて、
助けを求めるリクエスト及び前記車両の位置を前記ネットワークを介してサーバに送信さ
せるように構成される、請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記一つ以上のプロセッサはさらに、前記システムに、前記ロックが施錠されるときに
前記Ｘ軸の加速度又は前記Ｙ軸の加速度が異常であるか否かを決定させ、前記ロックが施
錠されるときに前記Ｘ軸の加速度又は前記Ｙ軸の加速度が異常であるという決定の結果に
応じて、前記車両を追跡するリクエスト及び前記車両の位置を前記ネットワークを介して
サーバに送信させるように構成される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記一つ以上のプロセッサはさらに、前記システムに、前記ノイズ情報に基づいて前記
車両の少なくとも一部が故障するか否かを決定させ、前記車両の前記少なくとも一部が故
障するという決定の結果に応じて、前記ユーザに注意して運転するように促す放送データ
を前記ネットワークを介して前記車両又は前記ユーザの前記端末装置に送信させ、故障す
る前記車両の前記少なくとも一部を修理するリクエストを前記ネットワークを介してサー
バに送信させるように構成される、請求項９に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記一つ以上のプロセッサはさらに、前記システムに、前記ノイズ情報から環境ノイズ
情報をフィルタアウトさせ、アナログ－デジタル変換器に基づいて前記フィルタリングさ
れたノイズ情報の周波数値を決定させるように構成される、請求項１４に記載のシステム
。
【請求項１６】
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　前記位置情報は前記車両の位置を含み、前記広告情報は店の位置を含み、前記一つ以上
のプロセッサは、前記システムに、前記車両の位置と前記店の位置との間の距離が距離閾
値より小さいか否かを決定させ、前記車両の位置と前記店の位置との間の距離が距離閾値
より小さいという決定の結果に応じて、前記広告情報の放送データを前記ネットワークを
介して前記車両又は前記ユーザの前記端末装置に送信させるように構成される、請求項９
に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記一つ以上のプロセッサはさらに、前記システムに、前記車両の識別子を含むブルー
トゥース（登録商標）信号を介して前記車両に関連する前記位置情報を取得させ、前記車
両の前記識別子に基づいて前記車両の位置を決定させるように構成される、請求項１６に
記載のシステム。
【請求項１８】
　前記バッテリ情報は前記車両のバッテリの残存容量を含み、前記一つ以上のプロセッサ
は、前記システムに、前記ネットワークを介して前記バッテリの前記残存容量の放送デー
タをサーバに送信させるように構成される、請求項９に記載のシステム。
【請求項１９】
　一つ以上のプロセッサ及び記憶装置を有するコンピューティング装置上で実装される方
法であって、車両に取り付けられた少なくとも一つの検出器によって検出される、ユーザ
に関連するマルチメディア情報をネットワークを介して取得することと、前記ユーザに関
連する前記マルチメディア情報に基づいて前記ユーザの少なくとも一つの行動を決定する
ことと、前記ユーザの前記少なくとも一つの行動に応じて少なくとも一つのメッセージを
生成することと、前記ネットワークを介して前記少なくとも一つのメッセージを前記車両
又は前記ユーザの端末装置に送信することとを含む、方法。
【請求項２０】
　前記ユーザに関連する前記マルチメディア情報は、画像情報、音声情報、又はビデオ情
報のうちの少なくとも一つを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ユーザの前記少なくとも一つの行動は、前記車両を運転するか又は前記車両に乗る
間にイヤホンを着用すること、前記車両を運転するか又は前記車両に乗る間に電話をかけ
ること、赤信号を無視すること、前記車両を損傷させること、前記車両のロックをいじる
こと、又はジェスチャーコミュニケーションを使用することのうちの少なくとも一つを含
む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ユーザの前記少なくとも一つの行動が、前記車両を運転するか又は前記車両に乗る
間にイヤホンを着用すること、前記車両を運転するか又は前記車両に乗る間に電話をかけ
ること、又は赤信号を無視することのうちの少なくとも一つを含むか否かを決定すること
と、前記ユーザの前記少なくとも一つの行動が、前記車両を運転するか又は前記車両に乗
る間にイヤホンを着用すること、前記車両を運転するか又は前記車両に乗る間に電話をか
けること、又は赤信号を無視することのうちの少なくとも一つを含むという決定の結果に
応じて、前記ユーザに安全に走行するように促すメッセージを前記ネットワークを介して
前記車両又は前記端末装置に送信することとをさらに含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ユーザの前記少なくとも一つの行動が前記車両を損傷させることを含むか否かを決
定することと、前記ユーザの前記少なくとも一つの行動が前記車両を損傷させることを含
むという決定の結果に応じて、前記ネットワークを介して前記車両又は前記端末装置に警
告を送信することとをさらに含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ユーザの前記少なくとも一つの行動が前記車両のロックをいじることを含むか否か
を決定することと、前記ユーザの前記少なくとも一つの行動が前記車両の前記ロックをい
じることを含むという決定の結果に応じて、前記ネットワークを介して前記車両又は前記
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端末装置に警告を送信し、前記ネットワークを介して前記ユーザに関連する前記マルチメ
ディア情報と前記車両の識別子とをサーバに送信することとをさらに含む、請求項２１に
記載の方法。
【請求項２５】
　前記ユーザの前記少なくとも一つの行動がジェスチャーコミュニケーションを使用する
ことを含むか否かを決定することと、前記ユーザの前記少なくとも一つの行動がジェスチ
ャーコミュニケーションを使用することを含むという決定の結果に応じて、前記ネットワ
ークを介して手話によるメッセージを前記車両又は前記ユーザの前記端末装置に送信する
こととをさらに含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２６】
　一つ以上のプロセッサ及び記憶装置を有するコンピューティング装置上で実装される方
法であって、ネットワークを介して車両に関連する情報を取得することと、前記車両に関
連する情報に基づいて放送データを決定することと、前記ネットワークを介して前記放送
データを前記車両又は前記車両を使用するユーザの端末装置に送信することとを含む、方
法。
【請求項２７】
　前記車両に関連する情報は、マルチメディア情報、速度情報、環境情報、位置情報、ロ
ック情報、ノイズ情報、広告情報、又はバッテリ情報のうちの少なくとも一つを含む、請
求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記ロック情報は、前記車両のロックの、施錠から解錠への又は解錠から施錠への状態
変化を含み、前記放送データは、前記車両の前記ロックの前記状態変化に関連する放送デ
ータを含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記環境情報は、前記車両が位置する領域に関連し、前記環境情報は、温度、湿度、風
、又は塵埃のうちの少なくとも一つを含む前記車両の少なくとも一つの環境パラメータを
含み、前記少なくとも一つの環境パラメータの値が閾値を超えるか否かを決定することと
、
前記少なくとも一つの環境パラメータが前記閾値を超えるという決定の結果に応じて、前
記少なくとも一つの環境パラメータに関連する放送データを前記ネットワークを介して前
記車両又は前記ユーザの前記端末装置に送信することとを含む、請求項２７に記載の方法
。
【請求項３０】
　前記速度情報は、Ｘ軸の加速度、Ｙ軸の加速度、及びＺ軸の加速度を含み、前記車両の
ロックが解錠されるときに前記Ｘ軸の加速度及び前記Ｚ軸の加速度が異常であるか又は前
記ロックが解錠されるときに前記Ｙ軸の加速度及び前記Ｚ軸の加速度が異常であるか否か
を決定することと、前記ロックが解錠されるときに前記Ｘ軸の加速度及び前記Ｚ軸の加速
度が異常であるか又は前記ロックが解錠されるときに前記Ｙ軸の加速度及び前記Ｚ軸の加
速度が異常であるという決定の結果に応じて、助けを求めるリクエスト及び前記車両の位
置を前記ネットワークを介してサーバに送信することとを含む、請求項２７に記載の方法
。
【請求項３１】
　前記ロックが施錠されるときに前記Ｘ軸の加速度又は前記Ｙ軸の加速度が異常であるか
否かを決定することと、前記ロックが施錠されるときに前記Ｘ軸の加速度又は前記Ｙ軸の
加速度が異常であるという決定の結果に応じて、前記車両を追跡するリクエスト及び前記
車両の位置を前記ネットワークを介してサーバに送信することとをさらに含む、請求項３
０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記ノイズ情報に基づいて前記車両の少なくとも一部が故障するか否かを決定すること
と、前記車両の前記少なくとも一部が故障するという決定の結果に応じて、前記ユーザに
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注意して運転するように促す放送データを前記ネットワークを介して前記車両又は前記ユ
ーザの前記端末装置に送信し、故障する前記車両の前記少なくとも一部を修理するリクエ
ストを前記ネットワークを介してサーバに送信することとをさらに含む、請求項２７に記
載の方法。
【請求項３３】
　前記ノイズ情報から環境ノイズ情報をフィルタアウトすることと、アナログ－デジタル
変換器に基づいて前記フィルタリングされたノイズ情報の周波数値を決定することとをさ
らに含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記位置情報は前記車両の位置を含み、前記広告情報は店の位置を含み、前記車両の位
置と前記店の位置との間の距離が距離閾値より小さいか否かを決定することと、前記車両
の位置と前記店の位置との間の距離が距離閾値より小さいという決定の結果に応じて、前
記広告情報の放送データを前記ネットワークを介して前記車両又は前記ユーザの前記端末
装置に送信することとを含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３５】
　前記車両の識別子を含むブルートゥース（登録商標）信号を介して前記車両に関連する
前記位置情報を取得することと、前記車両の前記識別子に基づいて前記車両の位置を決定
することとをさらに含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記バッテリ情報は前記車両のバッテリの残存容量を含み、前記ネットワークを介して
前記バッテリの前記残存容量の放送データをサーバに送信することを含む、請求項２７に
記載の方法。
【請求項３７】
　一組の命令を含む記憶装置と、前記記憶装置と通信するプロセッサとを含む車両であっ
て、前記一組の命令を実行するとき、前記プロセッサは、前記車両に、前記車両に取り付
けられた少なくとも一つの検出器によって検出される、ユーザに関連するマルチメディア
情報を取得させ、前記ユーザに関連する前記マルチメディア情報をネットワークを介して
サーバに送信させ、前記ユーザの行動が前記マルチメディア情報に基づいて決定されたこ
とを示す少なくとも一つのメッセージを前記ネットワークを介して前記サーバから取得さ
せ、前記少なくとも一つのメッセージを前記ユーザ又はサーバに放送させるように構成さ
れる、車両。
【請求項３８】
　一組の命令を含む記憶装置と、前記記憶装置と通信するプロセッサとを含む車両であっ
て、前記一組の命令を実行するとき、前記プロセッサは、前記車両に、前記車両に取り付
けられた少なくとも一つの検出器によって検出される、前記車両に関連する情報を取得さ
せ、前記車両に関連する情報をネットワークを介してサーバに送信させ、前記車両に関連
する情報に基づいてサーバによって決定された放送データを前記ネットワークを介して取
得させ、前記放送データをユーザ又はサーバに放送させるように構成される、車両。
【請求項３９】
　システムの一つ以上のプロセッサによって実行される場合、前記システムに、車両に取
り付けられた少なくとも一つの検出器によって検出される、ユーザに関連するマルチメデ
ィア情報をネットワークを介して取得させ、前記ユーザに関連する前記マルチメディア情
報に基づいて前記ユーザの少なくとも一つの行動を決定させ、前記ユーザの前記少なくと
も一つの行動に応じて少なくとも一つのメッセージを生成させ、前記ネットワークを介し
て前記少なくとも一つのメッセージを前記車両又は前記ユーザの端末装置に送信させる命
令を記憶する非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４０】
　システムの一つ以上のプロセッサによって実行される場合、前記システムに、ネットワ
ークを介して車両に関連する情報を取得させ、前記車両に関連する情報に基づいて放送デ
ータを決定させ、前記ネットワークを介して前記放送データを前記車両又は前記車両を使
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用するユーザの端末装置に送信させる命令を記憶する非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４１】
　ユーザに関連するマルチメディア情報をネットワークを介して取得するように構成され
る取得モジュールと、前記ユーザに関連する前記マルチメディア情報に基づいて前記ユー
ザの少なくとも一つの行動を決定するように構成される決定モジュールと、前記ユーザの
前記少なくとも一つの行動に応じて少なくとも一つのメッセージを生成するように構成さ
れる生成モジュールと、前記ネットワークを介して前記少なくとも一つのメッセージを前
記車両又は前記ユーザの端末装置に送信するように構成される送信モジュールとを含む、
システム。
【請求項４２】
　前記ユーザに関連する前記マルチメディア情報は、画像情報、音声情報、又はビデオ情
報のうちの少なくとも一つを含む、請求項４１に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記ユーザの前記少なくとも一つの行動は、前記車両を運転するか又は前記車両に乗る
間にイヤホンを着用すること、前記車両を運転するか又は前記車両に乗る間に電話をかけ
ること、赤信号を無視すること、前記車両を損傷させること、前記車両のロックをいじる
こと、又はジェスチャーコミュニケーションを使用することのうちの少なくとも一つを含
む、請求項４１に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記決定モジュールはさらに、前記ユーザの前記少なくとも一つの行動が、前記車両を
運転するか又は前記車両に乗る間にイヤホンを着用すること、前記車両を運転するか又は
前記車両に乗る間に電話をかけること、又は赤信号を無視することのうちの少なくとも一
つを含むか否かを決定するように構成され、前記ユーザの前記少なくとも一つの行動が、
前記車両を運転するか又は前記車両に乗る間にイヤホンを着用すること、前記車両を運転
するか又は前記車両に乗る間に電話をかけること、又は赤信号を無視することのうちの少
なくとも一つを含むという決定の結果に応じて、前記送信モジュールはさらに、前記ユー
ザに安全に走行するように促すメッセージを前記ネットワークを介して前記車両又は前記
端末装置に送信するように構成される、請求項４３に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記決定モジュールはさらに、前記ユーザの前記少なくとも一つの行動が前記車両を損
傷させることを含むか否かを決定するように構成され、前記ユーザの前記少なくとも一つ
の行動が前記車両を損傷させることを含むという決定の結果に応じて、前記送信モジュー
ルはさらに、前記ネットワークを介して前記車両又は前記端末装置に警告を送信するよう
に構成される、請求項４３に記載のシステム。
【請求項４６】
　前記決定モジュールはさらに、前記ユーザの前記少なくとも一つの行動が前記車両のロ
ックをいじることを含むか否かを決定するように構成され、前記ユーザの前記少なくとも
一つの行動が前記車両の前記ロックをいじることを含むという決定の結果に応じて、前記
送信モジュールはさらに、前記ネットワークを介して前記車両又は前記端末装置に警告を
送信するように構成され、前記送信モジュールはさらに、前記ネットワークを介して前記
ユーザに関連する前記マルチメディア情報と前記車両の識別子とをサーバに送信するよう
に構成される、請求項４３に記載のシステム。
【請求項４７】
　前記決定モジュールはさらに、前記ユーザの前記少なくとも一つの行動がジェスチャー
コミュニケーションを使用することを含むか否かを決定するように構成され、前記ユーザ
の前記少なくとも一つの行動がジェスチャーコミュニケーションを使用することを含むと
いう決定の結果に応じて、前記送信モジュールはさらに、前記ネットワークを介して手話
によるメッセージを前記車両又は前記ユーザの前記端末装置に送信するように構成される
、請求項４３に記載のシステム。
【請求項４８】
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　車両に関連する情報をネットワークを介して取得するように構成される取得モジュール
と、前記車両に関連する情報に基づいて放送データを決定するように構成される決定モジ
ュールと、前記ネットワークを介して前記放送データを前記車両又は前記車両を使用する
ユーザの端末装置に送信するように構成される送信モジュールとを含む、システム。
【請求項４９】
　前記車両に関連する情報は、マルチメディア情報、速度情報、環境情報、位置情報、ロ
ック情報、ノイズ情報、広告情報、又はバッテリ情報のうちの少なくとも一つを含む、請
求項４８に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記ロック情報は、前記車両のロックの、施錠から解錠への又は解錠から施錠への状態
変化を含み、前記放送データは、前記車両の前記ロックの前記状態変化に関連する放送デ
ータを含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項５１】
　前記環境情報は、前記車両が位置する領域に関連し、前記環境情報は、温度、湿度、風
、又は塵埃のうちの少なくとも一つを含む前記車両の少なくとも一つの環境パラメータを
含み、前記決定モジュールはさらに、前記少なくとも一つの環境パラメータの値が閾値を
超えるか否かを決定するように構成され、前記少なくとも一つの環境パラメータが前記閾
値を超えるという決定の結果に応じて、前記送信モジュールはさらに、前記少なくとも一
つの環境パラメータに関連する放送データを前記ネットワークを介して前記車両又は前記
ユーザの前記端末装置に送信するように構成される、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５２】
　前記速度情報は、Ｘ軸の加速度、Ｙ軸の加速度、及びＺ軸の加速度を含み、前記決定モ
ジュールはさらに、前記車両のロックが解錠されるときに前記Ｘ軸の加速度及び前記Ｚ軸
の加速度が異常であるか又は前記ロックが解錠されるときに前記Ｙ軸の加速度及び前記Ｚ
軸の加速度が異常であるか否かを決定するように構成され、前記ロックが解錠されるとき
に前記Ｘ軸の加速度及び前記Ｚ軸の加速度が異常であるか又は前記ロックが解錠されると
きに前記Ｙ軸の加速度及び前記Ｚ軸の加速度が異常であるという決定の結果に応じて、前
記送信モジュールはさらに、助けを求めるリクエスト及び前記車両の位置を前記ネットワ
ークを介してサーバに送信するように構成される、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５３】
　前記決定モジュールはさらに、前記ロックが施錠されるときに前記Ｘ軸の加速度又は前
記Ｙ軸の加速度が異常であるか否かを決定するように構成され、前記ロックが施錠される
ときに前記Ｘ軸の加速度又は前記Ｙ軸の加速度が異常であるという決定の結果に応じて、
前記送信モジュールはさらに、前記車両を追跡するリクエスト及び前記車両の位置を前記
ネットワークを介してサーバに送信するように構成される、請求項５２に記載のシステム
。
【請求項５４】
　前記決定モジュールはさらに、前記ノイズ情報に基づいて前記車両の少なくとも一部が
故障するか否かを決定するように構成され、前記車両の前記少なくとも一部が故障すると
いう決定の結果に応じて、前記送信モジュールはさらに、前記ユーザに注意して運転する
ように促す放送データを前記ネットワークを介して前記車両又は前記ユーザの前記端末装
置に送信するように構成され、前記送信モジュールはさらに、故障する前記車両の前記少
なくとも一部を修理するリクエストを前記ネットワークを介してサーバに送信するように
構成される、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５５】
　前記取得モジュールはさらに、 前記ノイズ情報から環境ノイズ情報をフィルタアウト
し、アナログ－デジタル変換器に基づいて前記フィルタリングされたノイズ情報の周波数
値を決定するように構成される、請求項５４に記載のシステム。
【請求項５６】
　前記位置情報は前記車両の位置を含み、前記広告情報は店の位置を含み、前記決定モジ
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ュールはさらに、前記車両の位置と前記店の位置との間の距離が距離閾値より小さいか否
かを決定するように構成され、前記車両の位置と前記店の位置との間の距離が距離閾値よ
り小さいという決定の結果に応じて、前記送信モジュールはさらに、前記広告情報の放送
データを前記ネットワークを介して前記車両又は前記ユーザの前記端末装置に送信するよ
うに構成される、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５７】
　前記取得モジュールはさらに、前記車両の識別子を含むブルートゥース（登録商標）信
号を介して前記車両に関連する前記位置情報を取得し、前記車両の前記識別子に基づいて
前記車両の位置を決定するように構成される、請求項５６に記載のシステム。
【請求項５８】
　前記バッテリ情報は前記車両のバッテリの残存容量を含み、前記送信モジュールはさら
に、前記ネットワークを介して前記バッテリの前記残存容量の放送データをサーバに送信
するように構成される、請求項４９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１７年５月１０日に出願された中国特許出願第２０１７１０３２４１３
４．２号、２０１６年１２月２２日に出願された中国特許出願第２０１６２１４２３９９
６．８号、２０１６年１２月２８日に出願された中国特許出願第２０１６１１２３７００
０．９号、２０１７年２月１０日に出願された中国特許出願第２０１７１００７４３９１
．５号、２０１６年１２月２８日に出願された中国特許出願第２０１６１１２３１４６５
．３号、及び２０１６年１２月２８日に出願された中国特許出願第２０１６２１４５５１
５３．６号に対する優先権を主張する。参照により本明細書に明確に組み込まれる。
【０００２】
　本開示は、概して、監視システムに関し、より詳細には、車両及び／又はユーザに関連
する情報を監視するためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在では、共有車両の機能は簡単に見えるが、ユーザエクスペリエンスを向上させるこ
とができる様々な機能（例えば、車両に関連する情報の監視、車両を使用するユーザに関
連する情報の監視）を共有車両に提供することが重要である。したがって、ユーザ及び／
又は車両に関連する情報を監視するためのシステム及び方法を開発することが望ましい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本開示の一態様によれば、システムは、一組の命令を記憶する記憶装置と、記憶装置と
通信する一つ以上のプロセッサとを含み得る。命令を実行するとき、一つ以上のプロセッ
サは、システムに、車両に取り付けられた少なくとも一つの検出器によって検出される、
ユーザに関連するマルチメディア情報をネットワークを介して取得させるように構成され
てもよい。一つ以上のプロセッサはまた、システムに、ユーザに関連するマルチメディア
情報に基づいてユーザの少なくとも一つの行動を決定させ、ユーザの少なくとも一つの行
動に応じて少なくとも一つのメッセージを生成させ得る。一つ以上のプロセッサはさらに
、システムに、ネットワークを介して少なくとも一つのメッセージを車両又はユーザの端
末装置に送信させ得る。
【０００５】
　いくつかの実施形態では、ユーザに関連するマルチメディア情報は、画像情報、音声情
報、又はビデオ情報のうちの少なくとも一つを含み得る。
【０００６】
　いくつかの実施形態では、ユーザの少なくとも一つの行動は、車両を運転するか又は車
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両に乗る間にイヤホンを着用すること、車両を運転するか又は車両に乗る間に電話をかけ
ること、赤信号を無視すること、車両を損傷させること、車両のロックをいじること、及
び／又はジェスチャーコミュニケーションを使用することのうちの少なくとも一つを含み
得る。
【０００７】
　いくつかの実施形態では、一つ以上のプロセッサはまた、システムに、ユーザの少なく
とも一つの行動が、車両を運転するか又は車両に乗る間にイヤホンを着用すること、車両
を運転するか又は車両に乗る間に電話をかけること、又は赤信号を無視することのうちの
少なくとも一つを含むか否かを決定させ、ユーザの少なくとも一つの行動が、車両を運転
するか又は車両に乗る間にイヤホンを着用すること、車両を運転するか又は車両に乗る間
に電話をかけること、又は赤信号を無視することのうちの少なくとも一つを含むという決
定の結果に応じて、ユーザに安全に走行するように促すメッセージをネットワークを介し
て車両又は端末装置に送信させ得る。
【０００８】
　いくつかの実施形態では、一つ以上のプロセッサはまた、システムに、ユーザの少なく
とも一つの行動が車両を損傷させることを含むか否かを決定させ、ユーザの少なくとも一
つの行動が車両を損傷させることを含むという決定の結果に応じて、ネットワークを介し
て車両又は端末装置に警告を送信させ得る。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、一つ以上のプロセッサはまた、システムに、ユーザの少なく
とも一つの行動が車両のロックをいじることを含むか否かを決定させ得る。ユーザの少な
くとも一つの行動が車両のロックをいじることを含むという決定の結果に応じて、一つ以
上のプロセッサはさらに、システムに、ネットワークを介して車両又は端末装置に警告を
送信させ、ネットワークを介してユーザに関連するマルチメディア情報と車両の識別子と
をサーバに送信させ得る。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、一つ以上のプロセッサはまた、システムに、ユーザの少なく
とも一つの行動が手話を使用することを含むか否かを決定させ、ユーザの少なくとも一つ
の行動がジェスチャーコミュニケーションを使用することを含むという決定の結果に応じ
て、ネットワークを介して手話によるメッセージを車両又はユーザの端末装置に送信させ
得る。
【００１１】
　本開示の別の態様によれば、システムは、一組の命令を記憶する記憶装置と、記憶装置
と通信する一つ以上のプロセッサとを含み得る。命令を実行するとき、一つ以上のプロセ
ッサは、システムに、ネットワークを介して車両に関連する情報を取得させるように構成
されてもよい。一つ以上のプロセッサはまた、システムに、車両に関連する情報に基づい
て放送データを決定させ、ネットワークを介して放送データを車両又は車両を使用するユ
ーザの端末装置に送信させ得る。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、車両に関連する情報は、マルチメディア情報、速度情報、環
境情報、位置情報、ロック情報、ノイズ情報、広告情報、又はバッテリ情報のうちの少な
くとも一つを含み得る。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、ロック情報は、車両のロックの、施錠から解錠への又は解錠
から施錠への状態変化を含み得て、放送データは、車両のロックの状態変化に関連する放
送データを含み得る。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、環境情報は、車両が位置する領域に関連してもよい。いくつ
かの実施形態では、環境情報は、車両の少なくとも一つの環境パラメータを含み得て、少
なくとも一つの環境パラメータは、温度、湿度、風、又は塵埃のうちの少なくとも一つを
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含み得る。一つ以上のプロセッサはまた、システムに、少なくとも一つの環境パラメータ
の値が閾値を超えるか否かを決定させ、少なくとも一つの環境パラメータが閾値を超える
という決定の結果に応じて、少なくとも一つの環境パラメータに関連する放送データをネ
ットワークを介して車両又はユーザの端末装置に送信させ得る。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、速度情報は、Ｘ軸の加速度、Ｙ軸の加速度、及びＺ軸の加速
度を含み得る。一つ以上のプロセッサはまた、システムに、車両のロックが解錠されると
きにＸ軸の加速度及びＺ軸の加速度が異常であるか又はロックが解錠されるときにＹ軸の
加速度及びＺ軸の加速度が異常であるか否かを決定させ得る。ロックが解錠されるときに
Ｘ軸の加速度及びＺ軸の加速度が異常であるか又はロックが解錠されるときにＹ軸の加速
度及びＺ軸の加速度が異常であるという決定の結果に応じて、一つ以上のプロセッサはさ
らに、システムに、助けを求めるリクエスト及び車両の位置をネットワークを介してサー
バに送信させ得る。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、一つ以上のプロセッサはまた、システムに、ロックが施錠さ
れるときにＸ軸の加速度又はＹ軸の加速度が異常であるか否かを決定させ、ロックが施錠
されるときにＸ軸の加速度又はＹ軸の加速度が異常であるという決定の結果に応じて、車
両を追跡するリクエスト及び車両の位置をネットワークを介してサーバに送信させ得る。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、一つ以上のプロセッサはまた、システムに、ノイズ情報に基
づいて車両の少なくとも一部が故障するか否かを決定させ得る。車両の少なくとも一部が
故障するという決定の結果に応じて、一つ以上のプロセッサはさらに、システムに、ユー
ザに注意して運転するように促す放送データをネットワークを介して車両又はユーザの端
末装置に送信させ、故障する車両の少なくとも一部を修理するリクエストをネットワーク
を介してサーバに送信させ得る。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、一つ以上のプロセッサはまた、システムに、ノイズ情報から
環境ノイズ情報をフィルタアウトさせ、アナログ－デジタル変換器に基づいてフィルタリ
ングされたノイズ情報の周波数値を決定させ得る。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、位置情報は車両の位置を含み得て、広告情報は店の位置を含
み得る。一つ以上のプロセッサはまた、システムに、車両の位置と店の位置との間の距離
が距離閾値より小さいか否かを決定させ、車両の位置と店の位置との間の距離が距離閾値
より小さいという決定の結果に応じて、広告情報の放送データをネットワークを介して車
両又はユーザの端末装置に送信させ得る。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、一つ以上のプロセッサはまた、システムに、車両の識別子を
含むブルートゥース（登録商標）信号を介して車両に関連する位置情報を取得させ、車両
の識別子に基づいて車両の位置を決定させ得る。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、バッテリ情報は車両のバッテリの残存容量を含み得る。一つ
以上のプロセッサはまた、システムに、ネットワークを介してバッテリの残存容量の放送
データをサーバに送信させ得る。
【００２２】
　本開示のさらに別の態様によれば、コンピュータで実装される方法は、一つ以上のプロ
セッサによって実行される以下の動作のうちの一つ以上を含み得る。方法は、車両に取り
付けられた少なくとも一つの検出器によって検出される、ユーザに関連するマルチメディ
ア情報をネットワークを介して取得することと、ユーザに関連するマルチメディア情報に
基づいてユーザの少なくとも一つの行動を決定することとを含み得る。方法はまた、ユー
ザの少なくとも一つの行動に応じて少なくとも一つのメッセージを生成することと、ネッ
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トワークを介して少なくとも一つのメッセージを車両又はユーザの端末装置に送信するこ
ととを含み得る。
【００２３】
　本開示のさらに別の態様によれば、コンピュータで実装される方法は、一つ以上のプロ
セッサによって実行される以下の動作のうちの一つ以上を含み得る。方法は、ネットワー
クを介して車両に関連する情報を取得することと、車両に関連する情報に基づいて放送デ
ータを決定することとを含み得る。方法はまた、ネットワークを介して放送データを車両
又は車両を使用するユーザの端末装置に送信することを含み得る。
【００２４】
　本開示のさらに別の態様によれば、車両は、記憶装置と、記憶装置と通信するプロセッ
サとを含み得る。ストレージは、一組の命令を含み得る。一組の命令を実行するとき、プ
ロセッサは、車両に、車両に取り付けられた少なくとも一つの検出器によって検出される
、ユーザに関連するマルチメディア情報を取得させ、ユーザに関連するマルチメディア情
報をネットワークを介してサーバに送信させるように構成される。プロセッサはまた、車
両に、ユーザの行動がマルチメディア情報に基づいて決定されたことを示す少なくとも一
つのメッセージをネットワークを介してサーバから取得させ、少なくとも一つのメッセー
ジをユーザ又はサーバに放送させ得る。
【００２５】
　本開示のさらに別の態様によれば、車両は、記憶装置と、記憶装置と通信するプロセッ
サとを含み得る。記憶装置は、一組の命令を含み得る。一組の命令を実行するとき、プロ
セッサは、車両に、車両に取り付けられた少なくとも一つの検出器によって検出される、
車両に関連する情報を取得させ、車両に関連する情報をネットワークを介してサーバに送
信させるように構成される。プロセッサはまた、車両に、車両に関連する情報に基づいて
サーバによって決定された放送データをネットワークを介して取得させ、放送データをユ
ーザ又はサーバに放送させ得る。
【００２６】
　本開示のさらに別の態様によれば、非一時的なコンピュータ可読媒体は、命令を記憶し
得る。システムの一つ以上のプロセッサによって実行される場合、命令は、システムに、
車両に取り付けられた少なくとも一つの検出器によって検出される、ユーザに関連するマ
ルチメディア情報をネットワークを介して取得させ、ユーザに関連するマルチメディア情
報に基づいてユーザの少なくとも一つの行動を決定させ得る。命令はまた、システムに、
ユーザの少なくとも一つの行動に応じて少なくとも一つのメッセージを生成させ、ネット
ワークを介して少なくとも一つのメッセージを車両又はユーザの端末装置に送信させ得る
。
【００２７】
　本開示のさらに別の態様によれば、非一時的なコンピュータ可読媒体は、命令を記憶し
得る。システムの一つ以上のプロセッサによって実行される場合、命令は、システムに、
ネットワークを介して車両に関連する情報を取得させ、車両に関連する情報に基づいて放
送データを決定させ得る。命令はまた、システムに、ネットワークを介して放送データを
車両又は車両を使用するユーザの端末装置に送信させ得る。
【００２８】
　本開示のさらに別の態様によれば、システムは、取得モジュールと、決定モジュールと
、生成モジュールと、生成モジュールとを含み得る。取得モジュールは、ユーザに関連す
るマルチメディア情報をネットワークを介して取得するように構成されてもよく、決定モ
ジュールは、ユーザに関連するマルチメディア情報に基づいてユーザの少なくとも一つの
行動を決定するように構成されてもよい。生成モジュールは、ユーザの少なくとも一つの
行動に応じて少なくとも一つのメッセージを生成するように構成されてもよく、送信モジ
ュールは、ネットワークを介して少なくとも一つのメッセージを車両又はユーザの端末装
置に送信するように構成されてもよい。
【００２９】
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　本開示のさらに別の態様によれば、システムは、取得モジュールと、決定モジュールと
、生成モジュールとを含み得る。取得モジュールは、車両に関連する情報をネットワーク
を介して取得するように構成されてもよく、決定モジュールは、車両に関連する情報に基
づいて放送データを決定するように構成されてもよい。送信モジュールは、ネットワーク
を介して放送データを車両又は車両を使用するユーザの端末装置に送信するように構成さ
れてもよい。
【００３０】
　本開示は、例示的な実施形態に関してさらに説明される。これらの例示的な実施形態は
、図面を参照しながら詳細に説明される。これらの実施形態は、図面のいくつかの図を通
して同様の参照符号が類似の構造を表す非限定的な例示的な実施形態である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本開示のいくつかの実施形態に係る例示的な車両共有システムを示す概略図であ
る。
【図２】本開示のいくつかの実施形態に係るコンピューティング装置の例示的なハードウ
ェア及び／又はソフトウェア構成要素を示す概略図である。
【図３】本開示のいくつかの実施形態に係るモバイルデバイスの例示的なハードウェア及
び／又はソフトウェア構成要素を示す概略図である。
【図４】本開示のいくつかの実施形態に係る例示的な車両を示す概略図である。
【図５】本開示のいくつかの実施形態に係る例示的な車両のハードウェア及び／又はソフ
トウェア構成要素を示すブロック図である。
【図６】本開示のいくつかの実施形態に係る例示的な処理装置を示すブロック図である。
【図７】本開示のいくつかの実施形態に係る、メッセージを送信するための例示的なプロ
セスを示すフローチャートである。
【図８】本開示のいくつかの実施形態に係る、放送データを送信するための例示的なプロ
セスを示すフローチャートである。
【図９】本開示のいくつかの実施形態に係る、アナログ－デジタル変換器に基づいてフィ
ルタリングされたノイズ情報の周波数値を決定するための例示的なプロセスを示すフロー
チャートである。
【図１０】本開示のいくつかの実施形態に係る、車両の位置を決定するための例示的なプ
ロセスを示すフローチャートである。
【図１１】本開示のいくつかの実施形態に係る例示的なロックを示す概略図である。
【図１２】本開示のいくつかの実施形態に係る例示的な電源を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下の説明は、当業者が本開示を作成して使用することができるように提示され、特定
の用途及びその要件の文脈において提供される。開示される実施形態に対する様々な修正
は、当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義された一般的な原理は、本開示の精
神及び範囲から逸脱することなく、他の実施形態及び用途に適用されてもよい。したがっ
て、本開示は、示された実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲と一致する
最も広い範囲が与えられるものである。
【００３３】
　本明細書で用いられる用語は、特定の例示的な実施形態を説明するためだけのものであ
り、限定することを意図するものではない。本明細書で用いられるように、「ａ」、「ａ
ｎ」の単数形及び「ｔｈｅ」は、文脈上明確に別途示されない限り、同様に複数形も包含
することを意図するものとする。「ｃｏｍｐｒｉｓｅ（備える）」、「ｃｏｍｐｒｉｓｅ
ｓ」、及び／又は「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ」、「ｉｎｃｌｕｄｅ（含む）」、「ｉｎｃｌ
ｕｄｅｓ」、及び／又は「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ」などの用語は、本開示において用いられ
る場合、記述される特徴、整数、ステップ、動作、要素、及び／又は構成要素の存在を明
示しているが、一つ以上の他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、構成要素、及び／又
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はそれらの群の存在又は追加を排除するものではないことがさらに理解される。
【００３４】
　本開示の上記及び上記以外の特徴及び性質、ならびに動作方法、構造の関連要素の機能
、部品の組み合わせ及び製造の経済性については、以下の詳細な説明を添付の図面を参照
して検討することにより、さらに明らかになり、これらはいずれも本開示の一部を構成す
る。しかしながら、図面は、例示及び説明のためだけのものであり、本開示の範囲を限定
するものではないことは、明確に理解されるべきである。図面は縮尺通りではないことが
理解される。
【００３５】
　本明細書で用いられる「システム」、「エンジン」、「ユニット」、及び／又は「モジ
ュール」という用語は、異なるレベルの異なる構成要素、要素、部品、セクション又はア
センブリを昇順で区別する一つの方法であることが理解される。しかし、それらの用語は
、同じ目的を達成する場合、他の表現によって置き換えられてよい。
【００３６】
　文脈上明確に別途示されない限り、ユニット、エンジン、又はモジュールが別のユニッ
ト、エンジン、又はモジュールの「上にある」か、「接続されている」か又は「結合され
ている」と記述されている場合、他のユニット、エンジン、又はモジュールに直接的にあ
るか、接続されているか、又は結合されているか、又は通信されているか、あるいは、介
在するユニット、エンジン、又はモジュールが存在してもよいことが理解される。本明細
書で用いられるように、「及び／又は」という用語は、関連する列挙された項目の一つ以
上の任意及び全ての組み合わせを含む。
【００３７】
　本開示において用いられるフローチャートは、本開示のいくつかの実施形態に従ってシ
ステムが実装する動作を示す。フローチャートの動作が順序通りに実装されなくてもよい
ことは、明確に理解されるべきである。逆に、動作は、逆の順番で、又は同時に実装され
てもよい。さらに、一つ以上の他の動作は、フローチャートに追加されてもよい。一つ以
上の動作は、フローチャートから削除されてもよい。
【００３８】
　さらに、本開示で説明されるシステム及び方法は、主に車両セキュリティ／共有サービ
スに関して説明されているが、それらが例示的な実施形態に過ぎないことを理解すべきで
ある。本開示で説明されるシステム又は方法は、オンラインレンタル取引において一方か
ら他方へ使用権を譲渡する任意の他の種類の経済的共有サービスに適用されてもよい。例
えば、本開示のシステム又は方法は、物的資産の賃借及び／又は労働サービスに適用され
てもよい。物的資産は、不動産（例えば、ホテル、部屋、又はアパート）、乗り物（例え
ば、乗用車、自転車、電動自転車、バス、熱気球、又は飛行機）、商品（例えば、衣服、
傘、充電器、又はマイクロホン）などを含み得る。労働サービスは、ペットの里親あっせ
ん、ハウスキーピング、指定運転などを含み得る。本開示のシステム又は方法の適用は、
ウェブページ、ブラウザのためのプラグイン、クライアント端末、カスタムシステム、内
部解析システム、人工知能ロボットなど、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。
【００３９】
　本開示における「サイクリスト」、「リクエスタ」、「サービスリクエスタ」「サイク
リスト端末」、「リクエスタ端末」、及び「ユーザ」という用語は、車両共有サービスを
リクエストするか又は注文することができる個人、実体又はツールを指すために互換的に
用いられる。
【００４０】
　本開示において用いられる測位技術は、全地球測位システム（ＧＰＳ）、全地球航法衛
星システム（ＧＬＯＮＡＳＳ）、コンパス航法システム（ＣＯＭＰＡＳＳ）、ガリレオ測
位システム、準天頂衛星システム（ＱＺＳＳ）、ワイヤレスフィデリティ（ＷｉＦｉ）測
位技術など、又はそれらの任意の組み合わせに基づいてもよい。上記測位システムのうち
の一つ以上は、本開示において互換的に用いられてもよい。
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【００４１】
　車両セキュリティ／共有サービスは、ポストインターネット時代のみに根ざした新しい
形態のサービスであることに留意する。それは、ポストインターネット時代にしか得られ
ない技術的解決策をユーザ及びサービスプロバイダに提供する。インターネット前の時代
において、ユーザが車両レンタル店で車両を賃借する必要がある場合、車両のリクエスト
及び受け入れは、物理的な場所で互いに会ったユーザと車両レンタル店の店主との間での
み行われる。しかしながら、インターネット（及び／又はブルートゥース（登録商標）の
ような他のタイプのネットワーク技術）を介して、車両共有サービスは、サービスのユー
ザが車両の位置を正確に取得し、いつでもどこでも車両を賃借することを可能にする。そ
れはまた、ユーザが車両の駐車が許可される任意の領域に車両を駐車することを可能にす
る。したがって、インターネットを介して、車両セキュリティ／共有システムは、従来の
インターネット前の車両サービスの設定では決して実現できない、ユーザ及びサービスプ
ロバイダにとってより便利な取引プラットフォームを提供することができる。
【００４２】
　本開示の一態様は、車両を監視するための方法に関する。本開示の態様によれば、方法
は、ユーザに関連するマルチメディア情報を取得することを含み得る。ユーザの少なくと
も一つの行動は、マルチメディア情報に基づいて決定され得る。メッセージは、ユーザ行
動に基づいて決定され得る。メッセージは、ユーザの端末装置に送信されてもよい。いく
つかの実施形態では、車両に関連する情報が決定され得る。放送データは、情報に基づい
て決定され得る。放送データは、車両又はユーザの端末装置に送信されてもよい。
【００４３】
　図１は、本開示のいくつかの実施形態に係る例示的な車両共有システム１００を示す概
略図である。車両共有システム１００は、サーバ１１０、ネットワーク１２０、一つ以上
の端末装置１３０、一つ以上の車両１４０、ストレージ１５０、及び測位装置１６０を含
み得る。車両共有システム１００は、ユーザが乗るか又は運転するために車両（例えば、
車両１４０）を使用することを可能にする車両共有サービスを提供してもよい。ユーザが
乗り又は運転を終了して車両を返却したい場合、ユーザは、車両の駐車が許可される任意
の領域に車両を置き、車両を施錠してもよい。次いで、車両は次のユーザのために準備が
できてもよい。
【００４４】
　サーバ１１０は、端末装置１３０及び／又は車両１４０と通信して車両共有サービスの
様々な機能を提供してもよい。例えば、サーバ１１０は、例えばネットワーク１２０を介
して端末装置１３０からサービスリクエストを受信してもよい。サービスリクエストは、
例えば、車両タイプ、出発地、目的地、マイレージ、ルートなど、又はそれらの任意の組
み合わせを含む、乗り又は運転及び／又は車両１４０に関連する注文情報を含み得る。サ
ービスリクエストはまた、ユーザに関連する情報（例えば、ユーザアカウント情報）及び
／又は端末装置１３０に関連する情報（例えば、端末装置１３０の位置）を含み得る。
【００４５】
　サーバ１１０はまた、端末装置１３０及び／又は車両１４０に情報を送信してもよい。
例えば、サーバ１１０は、端末装置１３０から受信されたサービス注文に応じて一つ以上
の車両１４０を決定し、例えば、一つ以上の車両１４０の位置、乗り又は運転のための料
金（例えば、乗り又は運転のための合計料金、乗り又は運転のための１時間当たりの料金
）など、又はそれらの組み合わせを含む一つ以上の車両１４０に関連する情報を端末装置
１３０に送信してもよい。サーバ１１０はまた、車両１４０を施錠する命令、車両１４０
を解錠する命令、及び／又は車両１４０に関連する情報（例えば、車両が範囲外であるこ
とを示す情報、ナビゲーション情報）を車両１４０に送信してもよい。
【００４６】
　サーバ１１０は、端末装置１３０、車両１４０、及び／又はストレージ１５０から取得
された履歴データに基づいてホットスポット領域を決定してもよい。ホットスポット領域
は、車両の需要が高い領域であってもよい。履歴データは、領域内の車両の検索回数を含
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み得る。履歴データはまた、履歴サービス注文に関連するデータ（例えば、車両１４０が
ある領域で使用された回数）を含み得る。履歴データは、端末装置１３０を介してユーザ
によって提供された情報（例えば、ユーザによって提出された、より多くの車両をある領
域に置くアドバイス）をさらに含み得る。サーバ１１０はまた、サービス料金管理を提供
してもよい。サーバ１１０は、月会費、四半期会費、シーズン（例えば、春季、夏季）会
費、年会費、又は乗り又は運転１回あたりの料金に基づいて乗り又は運転の費用を決定し
てもよい。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、サーバ１１０は、単一のサーバ又はサーバグループであり得
る。サーバグループは、アクセスポイントを介してネットワーク１２０に接続された集中
型サーバグループ、又は一つ以上のアクセスポイントを介してネットワーク１２０にそれ
ぞれ接続された分散型サーバグループであり得る。いくつかの実施形態では、サーバ１１
０は、ネットワーク１２０にローカルに接続されてもよいか、又はネットワーク１２０と
遠隔接続されてもよい。例えば、サーバ１１０は、ネットワーク１２０を介して、端末装
置１３０、車両１４０、及び／又はストレージ１５０に記憶される情報及び／又はデータ
にアクセスしてもよい。別の例として、ストレージ１５０は、サーバ１１０のバックエン
ドデータストレージとして機能してもよい。いくつかの実施形態では、サーバ１１０は、
クラウドプラットフォームで実装されてもよい。単に例として、クラウドプラットフォー
ムは、プライベートクラウド、パブリッククラウド、ハイブリッドクラウド、コミュニテ
ィクラウド、分散クラウド、インタークラウド、マルチクラウドなど、又はそれらの任意
の組み合わせを含んでもよい。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、サーバ１１０は、処理エンジン１１２を含んでもよい。処理
エンジン１１２は、本開示において一つ以上の機能を実行することに関連する情報及び／
又はデータを処理してもよい。例えば、処理エンジン１１２は、ロックの動作情報を処理
してロックの状態を決定してもよい。いくつかの実施形態では、処理エンジン１１２は、
一つ以上の処理ユニット（例えば、シングルコア処理エンジン又はマルチコア処理エンジ
ン）を含み得る。単に例として、処理エンジン１１２は、中央処理装置（ＣＰＵ）、特定
用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、特定用途向け命令セットプロセッサ（ＡＳＩＰ）、グラ
フィック処理ユニット（ＧＰＵ）、物理処理ユニット（ＰＰＵ）、デジタルシグナルプロ
セッサ（ＤＳＰ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブ
ルロジックデバイス（ＰＬＤ）、コントローラ、マイクロコントローラユニット、縮小命
令セットコンピュータ（ＲＩＳＣ）、マイクロプロセッサなど、又はそれらの任意の組み
合わせを含み得る。
【００４９】
　ネットワーク１２０は、情報及び／又はデータの交換を容易にすることができる。いく
つかの実施形態では、車両共有システム１００の一つ以上の構成要素（例えば、サーバ１
１０、端末装置１３０、車両１４０、又はストレージ１５０）は、ネットワーク１２０を
介して、車両共有システム１００内の別の構成要素に情報及び／又はデータを送信しても
よい。例えば、サーバ１１０は、ネットワーク１２０を介してストレージ１５０から複数
の車両１４０のデータにアクセスし、及び／又はそれらを取得してもよい。例えば、サー
バ１１０は、ネットワーク１２０を介して、端末装置１３０の位置付近の車両１４０の分
布を端末装置１３０に送信してもよい。いくつかの実施形態では、ネットワーク１２０は
、任意のタイプの有線又は無線ネットワーク、又はそれらの組み合わせであってもよい。
単に例として、ネットワーク１２０は、ケーブルネットワーク、有線ネットワーク、光フ
ァイバネットワーク、テレコミュニケーションネットワーク、イントラネット、インター
ネット、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）
、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、メトロポリタンエリアネットワーク（
ＭＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、公衆電話交換網（ＰＳＴＮ）、ブルー
トゥース（登録商標）ネットワーク、ＺｉｇＢｅｅネットワーク、近距離無線通信（ＮＦ
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Ｃ）ネットワークなど、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。いくつかの実施形態
では、ネットワーク１２０は、一つ以上のネットワークアクセスポイントを含み得る。例
えば、ネットワーク１２０は、基地局及び／又はインターネット交換ポイント１２０－１
、１２０－２などのような有線又は無線ネットワークアクセスポイントを含んでもよく、
それらを介して車両共有システム１００の一つ以上の構成要素をネットワーク１２０に接
続してデータ及び／又は情報を交換してもよい。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、ユーザは、端末装置１３０の所有者であり得る。端末装置１
３０は、ユーザから入力を受信し、入力に関連する情報をネットワーク１２０を介してサ
ーバ１１０に送信してもよい。端末装置１３０はまた、ネットワーク１２０を介してサー
バ１１０から情報を受信してもよい。例えば、端末装置１３０は、サーバ１１０への車両
のサービスリクエストに関連するユーザからの入力を受信し、サーバ１１０からサービス
確認、及び／又は情報又は命令を受信してもよい。単に例として、端末装置１３０は、端
末装置１３０の位置付近の車両１４０を検索するためにサービスリクエストをサーバ１１
０に送信するように構成されてもよい。サーバ１１０は、サービスリクエストに従って、
及びそれに応じて端末装置１３０の位置付近の一つ以上の車両１４０（例えば、車両１４
０の位置、車両１４０の数）を決定してもよい。また、サーバ１１０は、決定された一つ
以上の車両１４０に関連する情報をネットワーク１２０を介して端末装置１３０に送信し
てもよい。決定された一つ以上の車両１４０の情報は、電子地図に関連する端末装置１３
０に表示されてもよい。端末装置１３０は、サーバ１１０に送信されてもよい、端末装置
１３０に表示された車両１４０から選択された車両１４０を示す入力をユーザから受信し
てもよい。端末装置１３０はまた、選択された車両１４０の位置にユーザを案内するため
の歩行ナビゲーションを提供してもよい。別の例として、端末装置１３０は、車両１４０
を予約するための入力をユーザから受信し、情報をサーバ１１０に送信してもよい。さら
に別の例として、端末装置１３０は、ユーザによって提供されたフィードバック情報をサ
ーバ１１０に送信してもよい。フィードバック情報は、車両１４０の状態（例えば、車両
１４０の任意の部分を修理する必要があるか否か）、改善提案などを含み得る。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、端末装置１３０は、モバイルデバイス１３０－１、タブレッ
ト型コンピュータ１３０－２、ラップトップ型コンピュータ１３０－３、車両内の内蔵デ
バイス１３０－４など、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。いくつかの実施形態
では、モバイルデバイス１３０－１は、スマートホームデバイス、ウェアラブルデバイス
、スマートモバイルデバイス、仮想現実装置、拡張現実装置など、又はそれらの任意の組
み合わせを含み得る。いくつかの実施形態では、スマートホームデバイスは、スマート照
明装置、インテリジェント電気機器の制御装置、スマート監視装置、スマートテレビ、ス
マートビデオカメラ、インターフォンなど、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。
いくつかの実施形態では、ウェアラブルデバイスは、スマートブレスレット、スマートフ
ットギア、スマートグラス、スマートヘルメット、スマートウォッチ、スマートクロージ
ング、スマートバックパック、スマートアクセサリーなど、又はそれらの任意の組み合わ
せを含み得る。いくつかの実施形態では、スマートモバイルデバイスは、スマートフォン
、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ゲーミングデバイス、ナビゲーション装置、販売時点情報管
理（ＰＯＳ）装置など、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。いくつかの実施形態
では、仮想現実装置及び／又は拡張現実装置は、仮想現実ヘルメット、仮想現実グラス、
仮想現実パッチ、拡張現実ヘルメット、拡張現実グラス、拡張現実パッチなど、又はそれ
らの任意の組み合わせを含み得る。例えば、仮想現実装置及び／又は拡張現実装置は、Ｇ
ｏｏｇｌｅ　ＧｌａｓｓＴＭ、Ｏｃｕｌｕｓ　ＲｉｆｔＴＭ、ＨｏｌｏｌｅｎｓＴＭ、Ｇ
ｅａｒ　ＶＲＴＭなどを含み得る。いくつかの実施形態では、車両内の内蔵デバイス１３
０－４は、内蔵コンピュータ、内蔵車載テレビ、内蔵タブレットなどを含み得る。いくつ
かの実施形態では、端末装置１３０は、ユーザ及び／又は端末装置１３０の位置を特定す
るための測位装置１６０と通信するように構成される信号送信機及び信号受信機を含み得
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る。
【００５２】
　車両１５０は、複数の車両１４０－１、１４０－２、…、１４０－ｎを含み得る。車両
１４０は、例えば、一輪車、自転車、三輪車、タンデム、自動車、電気自動車、モペッド
などを含む任意のタイプの車両を含み得る。本出願では、車両１４０は、図示するために
例として自転車の形式で説明されてもよく、車両１４０を自転車の形式のみに限定すると
解釈されるべきではない。車両１４０の色は、限定的なものではない。単に例として、車
両１４０の車体の色は黄色であり得る。いくつかの実施形態では、車両１４０は、一意の
シンボルで識別されてもよい。一意のシンボルは、バーコード、クイックレスポンス（Ｑ
Ｒ）コード（登録商標）、文字及び／又は数字を含むシリアル番号など、又はそれらの任
意の組み合わせを含み得る。例えば、車両１４０の識別（ＩＤ）は、端末装置１３０のモ
バイルアプリケーションを介して車両１４０のＱＲコード（登録商標）を走査することに
よって取得されてもよい。
【００５３】
　車両１４０は、サーバ１１０、ネットワーク１２０、端末装置１３０、及び／又は測位
装置１６０と通信してもよい。例えば、車両１４０は、車両１２０の状態情報をネットワ
ーク１２０を介してサーバ１１０に送信してもよい。状態情報は、車両１４０の位置、車
両１４０の施錠／解錠状態、車両１４０の乗り距離、乗り継続時間、及び／又は乗り速度
、車両１４０のバッテリ電力など、又はそれらの組み合わせを含み得る。サーバ１１０は
、状態情報に基づいて車両１４０を監視してもよい。別の例として、車両１４０は、端末
装置１３０及び／又はサーバ１１０から命令（例えば、車両１４０を施錠する／解錠する
命令）を受信してもよい。さらに別の例として、車両１４０は、車両１４０の位置を特定
するための測位装置１６０と通信するように構成される信号送信機及び信号受信機（例え
ば、車両１４０のＧＰＳ構成要素）を含み得る。
【００５４】
　ストレージ１５０は、データ及び／又は命令を記憶してもよい。データは、ユーザ、端
末装置１３０、車両１４０などに関連するデータを含み得る。ユーザに関連するデータは
、例えば、ユーザの名前、ユーザの携帯電話番号、ユーザのＩＤ番号、ユーザのタイプ（
例えば、年間カードユーザ、四半期カードユーザ、又はマンスリーカードユーザ）、ユー
ザの使用記録（例えば、乗り時間、費用）、ユーザの信用格付け、履歴ルート、アカウン
ト残高などを含むユーザプロファイルを含み得る。車両１４０に関連するデータは、車両
の供用状態（非アクティブ状態、予約状態、乗り中又は運転中、メンテナンス状態、紛失
状態）、車両の位置、車両のタイプ（例えば、乗用車、一輪車、自転車、三輪車、タンデ
ム、自動自転車、電動自転車）などを含み得る。いくつかの実施形態では、ストレージ１
５０は、端末装置１３０及び／又は車両１４０から取得されたデータを記憶してもよい。
例えば、ストレージ１５０は、端末装置１３０に関連するログ情報を記憶してもよい。い
くつかの実施形態では、ストレージ１５０は、サーバ１１０が本開示で説明される例示的
な方法を実施するために実行するか又は使用するデータ及び／又は命令を記憶してもよい
。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、ストレージ１５０は、マスストレージ、リムーバブルストレ
ージ、揮発性読み書きメモリ、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）など、又はそれらの任意
の組み合わせを含み得る。例示的なマスストレージは、磁気ディスク、光ディスク、ソリ
ッドステートドライブなどを含み得る。例示的なリムーバブルストレージは、フラッシュ
ドライブ、フロッピーディスク、光ディスク、メモリカード、ジップディスク、磁気テー
プなどを含み得る。例示的な揮発性読み書きメモリは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）を含み得る。例示的なＲＡＭは、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、ダブルデータレー
ト同期ダイナミックＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）、スタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、
サイリスタＲＡＭ（Ｔ－ＲＡＭ）、ゼロキャパシタＲＡＭ（Ｚ－ＲＡＭ）などを含み得る
。例示的なＲＯＭは、マスクＲＯＭ（ＭＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、
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消去可能プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマブルＲＯＭ（
ＥＥＰＲＯＭ）、コンパクトディスクＲＯＭ（ＣＤ－ＲＯＭ）及びデジタルバーサタイル
ディスクＲＯＭなどを含み得る。いくつかの実施形態では、ストレージ１５０は、クラウ
ドプラットフォームで実装されてもよい。単に例として、クラウドプラットフォームは、
プライベートクラウド、パブリッククラウド、ハイブリッドクラウド、コミュニティクラ
ウド、分散クラウド、インタークラウド、マルチクラウドなど、又はそれらの任意の組み
合わせを含み得る。
【００５６】
　測位装置１６０は、例えば一つ以上の端末装置１３０又は車両１４０などの物体に関連
する情報を決定してもよい。例えば、測位装置１６０は、端末装置１３０及び／又は車両
１４０の現在の時間及び現在の位置を決定してもよい。いくつかの実施形態では、測位装
置１６０は、全地球測位システム（ＧＰＳ）、全地球航法衛星システム（ＧＬＯＮＡＳＳ
）、コンパス航法システム（ＣＯＭＰＡＳＳ）、北斗衛星測位システム、ガリレオ測位シ
ステム、準天頂衛星システム（ＱＺＳＳ）などであってもよい。情報は、物体の位置、高
度、速度、又は加速度、及び／又は現在の時間を含み得る。位置は、緯度座標及び経度座
標などの座標の形式であってもよい。測位装置１６０は、一つ以上の衛星、例えば、衛星
１６０－１、衛星１６０－２、及び衛星１６０－３を含み得る。衛星１６０－１～１６０
－３は、上記情報を独立に又は共同して決定してもよい。測位装置１６０は、ネットワー
ク１２０を介して上記情報を端末装置１３０又は車両１４０に送信してもよい。
【００５７】
　いくつかの実施形態では、車両共有システム１００の一つ以上の構成要素は、ネットワ
ーク１２０を介してストレージ１５０に記憶されるデータ及び／又は命令にアクセスして
もよい。いくつかの実施形態では、ストレージ１５０は、バックエンドストレージとして
サーバ１１０に直接接続されてもよい。いくつかの実施形態では、車両共有システム１０
０の一つ以上の構成要素（例えば、サーバ１１０、端末装置１３０、又は車両１４０）は
、ストレージ１５０にアクセスする許可を有してもよい。いくつかの実施形態では、車両
共有システム１００の一つ以上の構成要素は、一つ以上の条件が満たされる場合、ユーザ
及び／又は車両１４０に関連する情報の読み取り及び／又は変更を行ってもよい。例えば
、サーバ１１０は、車両１４０の乗り又は運転が完了した後に、１人以上のユーザの情報
の読み取り及び／又は変更を行ってもよい。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、車両共有システム１００の一つ以上の構成要素間の情報交換
は、端末装置１３０上の車両共有サービスのモバイルアプリケーションを起動すること、
車両サービスをリクエストすること、又は端末装置１３０を介してクエリを入力すること
（例えば、車両を検索すること）によって開始されてもよい。サービスリクエストの対象
は、任意の製品であってもよい。いくつかの実施形態では、製品は、食品、医薬品、商品
、化学製品、電気器具、衣類、乗用車、住宅、贅沢品など、又はそれらの任意の組み合わ
せを含み得る。いくつかの他の実施形態では、製品は、サービス製品、金融商品、ナレッ
ジ製品、インターネット製品など、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。インター
ネット製品は、個別ホスト製品、ウェブ製品、モバイルインターネット製品、商用ホスト
製品、組み込み製品など、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。モバイルインター
ネット製品は、モバイル端末のソフトウェア、プログラム、システムなど、又はそれらの
任意の組み合わせで用いられてもよい。モバイル端末は、タブレット型コンピュータ、ラ
ップトップ型コンピュータ、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、スマートウォッチ、販
売時点情報管理（ＰＯＳ）装置、車載コンピュータ、車載テレビ、ウェアラブルデバイス
など、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。例えば、製品は、コンピュータ又は携
帯電話で使用される任意のソフトウェア及び／又はアプリケーションであってもよい。ソ
フトウェア及び／又はアプリケーションは、社交、ショッピング、輸送、娯楽、学習、投
資など、又はそれらの任意の組み合わせに関連してもよい。いくつかの実施形態では、輸
送に関連するソフトウェア及び／又はアプリケーションは、旅行ソフトウェア及び／又は
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アプリケーション、車両スケジューリングソフトウェア及び／又はアプリケーション、地
図ソフトウェア及び／又はアプリケーションなどを含み得る。
【００５９】
　当業者であれば、車両共有システム１００の要素が実行する場合、この要素は、電気信
号及び／又は電磁信号を介して実行してもよいことを理解できる。例えば、端末装置１３
０が決定、車両１４０の解錠などのタスクを処理するとき、端末装置１３０は、そのよう
なタスクを処理するためにそのプロセッサ内の論理回路を動作させてもよい。端末装置１
３０がクエリ（例えば、車両１４０の位置に関連する情報）をサーバ１１０に送信すると
き、端末装置１３０のプロセッサは、クエリを符号化する電気信号を生成しておもよい。
端末装置１３０のプロセッサは、その後、電気信号を出力ポートに送信してもよい。端末
装置１３０が有線ネットワークを介してサーバ１１０と通信すると、出力ポートは、電気
信号をサーバ１１０の入力ポートにさらに送信するケーブルに物理的に接続されてもよい
。端末装置１３０が無線ネットワークを介してサーバ１１０と通信すると、端末装置１３
０の出力ポートは、電気信号を電磁信号に変換する一つ以上のアンテナであってもよい。
同様に、車両１４０は、そのプロセッサ内の論理回路の動作によりタスクを処理し、電気
信号又は電磁信号を介してサーバ１１０から命令及び／又はサービス注文を受信してもよ
い。端末装置１３０、車両１４０及び／又はサーバ１１０などの電子装置内で、そのプロ
セッサが命令の処理、命令の送信、及び／又は動作を行うとき、命令及び／又は動作は、
電気信号を介して実行される。例えば、プロセッサが記憶媒体（例えば、ストレージ１５
０）からデータ（例えば、複数のユーザプロファイル）を検索するとき、プロセッサは、
記憶媒体の構造化データを読み取ることができる記憶媒体の読み取り装置に電気信号を送
信してもよい。構造化データは、電子装置のバスを介して電気信号の形でプロセッサに送
信されてもよい。ここで、電気信号は、一つの電気信号、一連の電気信号、及び／又は複
数の離散電気信号を指してもよい。
【００６０】
　図２は、本開示のいくつかの実施形態に係るコンピューティング装置２００の例示的な
ハードウェア及び／又はソフトウェア構成要素を示す概略図である。コンピューティング
装置２００は、汎用コンピュータ又は専用コンピュータであってもよい。コンピューティ
ング装置２００は、本明細書で説明されるように、車両共有システム１００の任意の構成
要素を実装するために用いてもよい。例えば、サーバ１１０の処理エンジン１１２、及び
／又は端末装置１３０は、そのハードウェア、ソフトウェアプログラム、ファームウェア
、又はそれらの組み合わせを介してコンピューティング装置２００で実装されてもよい。
便宜上、一つのみのそのようなコンピュータを示すが、処理負荷を分散させるために、本
明細書に記載された車両共有サービスに関連するコンピュータ機能が、複数の同様のプラ
ットフォームに分散して実装されてもよい。
【００６１】
　コンピューティング装置２００は、例えば、データ通信を容易にするために、それに接
続されたネットワーク（例えば、ネットワーク１２０）に接続され、それから接続された
ＣＯＭポート２５０を含み得る。コンピューティング装置２００はまた、プログラム命令
を実行して本明細書で説明されるサーバ１１０の機能を実行するためのプロセッサ２２０
を含み得る。例示的なコンピュータプラットフォームは、様々なデータファイルをコンピ
ュータで処理及び／又は送信するために、内部通信バス２１０と、ディスク２７０、リー
ドオンリーメモリ（ＲＯＭ）２３０又はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２４０のよう
な様々な形態のプログラムストレージとデータストレージとを含み得る。例示的なコンピ
ュータプラットフォームはまた、プロセッサ２２０によって実行される、ＲＯＭ２３０、
ＲＡＭ２４０、及び／又は他のタイプの非一時的な記憶媒体に記憶されたプログラム命令
を含み得る。本開示の方法及び／又はプロセスは、プログラム命令として実装されてもよ
い。コンピューティング装置２００はまた、コンピュータ、ユーザ、及びその中の他の構
成要素の間の入力／出力をサポートするＩ／Ｏ２６０を含む。コンピューティング装置２
００はまた、ネットワーク通信を介してプログラミング及びデータを受信してもよい。
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【００６２】
　単なる例示を目的とし、一つのＣＰＵ及び／又はプロセッサのみをコンピューティング
装置２００内に記載する。しかしながら、本開示におけるコンピューティング装置２００
も複数のＣＰＵ及び／又はプロセッサを含んでもよいため、本開示で説明されるように、
一つのＣＰＵ及び／又はプロセッサによって実行される動作及び／又は方法ステップも、
複数のＣＰＵ及び／又はプロセッサによって共同で又は別々に実行されてもよいことが注
意されるべきである。例えば、コンピューティング装置２００のＣＰＵ及び／又はプロセ
ッサは、ステップＡとステップＢの両方を実行してもよい。別の例において、ステップＡ
とステップＢはまた、コンピューティング装置２００内の二つの異なるＣＰＵ及び／又は
プロセッサによって共同で又は別々に実行されてもよい（例えば、第１のプロセッサがス
テップＡを実行し、第２のプロセッサがステップＢを実行するか、又は第１及び第２のプ
ロセッサがステップＡ及びＢを共同で実行する）。
【００６３】
　図３は、本開示のいくつかの実施形態に係るモバイルデバイス３００の例示的なハード
ウェア及び／又はソフトウェア構成要素を示す概略図である。図３に示すように、モバイ
ルデバイス３００は、通信モジュール３１０、ディスプレイ３２０、グラフィック処理ユ
ニット（ＧＰＵ）３３０、プロセッサ３４０、Ｉ／Ｏ３５０、メモリ３６０、及びストレ
ージ３９０を含み得る。いくつかの実施形態では、システムバス又はコントローラ（図示
せず）を含むが、これらに限定されない任意の他の適切な構成要素も、モバイルデバイス
３００に含まれてもよい。いくつかの実施形態では、モバイルオペレーティングシステム
３７０（例えば、ｉＯＳＴＭ、ＡｎｄｒｏｉｄＴＭ、Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＰｈｏｎｅＴＭ）
及び一つ以上のアプリケーション３８０は、プロセッサ３４０によって実行されるために
、ストレージ３９０からメモリ３６０にロードされてもよい。アプリケーション３８０は
、サーバ１１０から車両１４０の状態に関連する情報（例えば、車両１４０の位置）を送
信し、受信し、提示するためのブラウザ又は任意の他の適切なアプリを含み得る。情報ス
トリームとのユーザ対話は、Ｉ／Ｏ３５０を介して達成され、ネットワーク１２０を介し
て車両共有システム１００のサーバ１１０及び／又は他の構成要素に提供されてもよい。
いくつかの実施形態では、ユーザは、モバイルデバイス３００を介して車両を借りて（又
は賃借して）もよい。ユーザはまた、モバイルデバイス３００を介して車両のロックを制
御してもよい。例えば、ユーザは、モバイルデバイス３００を介してロックを閉めるため
の命令を入力してもよい。
【００６４】
　図４は、本開示のいくつかの実施形態に係る例示的な車両を示す概略図である。車両４
００は、本開示の他の場所（例えば、図１及びその関連説明）で説明されるような車両１
４０の実施形態であってもよい。車両４００は、本開示で説明されるその機能を実装する
ための機構の任意の組み合わせを含み得る。本出願では、車両１４０（及び車両４００）
は、図示するために例として自転車の形式で説明されてもよいが、車両１４０を自転車の
形式のみに限定すると解釈されるべきではない。車両１４０（及び車両４００）は、例え
ば、一輪車、自転車、三輪車、タンデム、自動車、電気自動車、モペッドなどを含む任意
のタイプの車両であってもよい。
【００６５】
　車両４００は、ロック４１０、処理装置４２０、通信装置４３０、及び検出装置４４０
を含み得る。いくつかの実施形態では、車両１４０は、電源、記憶装置、計時装置、及び
警告装置（図４には図示せず）をさらに含み得る。いくつかの実施形態では、上記一つ以
上の構成要素はロック４１０に一体化されてもよい。車両１４０の詳細な説明は、本開示
の他の場所（例えば、図５及びその説明）で見出すことができる。
【００６６】
　なお、図４に示す車両４００は、例示のために提供されるものに過ぎず、本開示の範囲
を限定するものではない。当業者であれば、本開示の教示の下で様々な変形及び修正を行
うことができる。しかしながら、これらの変形及び修正は、本開示の範囲から逸脱するも
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のではない。
【００６７】
　図５は、本開示のいくつかの実施形態に係る車両の例示的な処理装置のハードウェア及
び／又はソフトウェア構成要素を示すブロック図である。車両１４０は、処理装置５１０
、通信装置５２０、検出装置５３０、ロック５４０、電源５５０、及び記憶装置５６０を
含み得る。
【００６８】
　処理装置５１０は、検出装置５３０によって捕捉された情報を処理するように構成され
てもよい。処理装置５１０は、処理された情報を通信装置５２０に送信してもよい。いく
つかの実施形態では、処理装置５１０は、ユーザに関連するマルチメディア情報を取得し
てもよい。マルチメディア情報は、車両１４０に取り付けられた少なくとも一つの検出器
（例えば、検出装置５３０）によって検出される。処理装置５１０は、マルチメディア情
報に基づいてユーザの少なくとも一つの行動を決定してもよい。処理装置５１０は、ユー
ザの行動に応じて少なくとも一つのメッセージを生成してもよい。処理装置５１０は、メ
ッセージを車両１４０又はユーザの端末装置に送信してもよい。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０はさらに、車両１４０に関連する情報を取得
するように構成されてもよい。処理装置５１０は、車両１４０に関連する情報に基づいて
放送データを決定してもよい。処理装置５１０は、放送データを車両１４０又は車両１４
０を使用するユーザの端末装置に送信してもよい。
【００７０】
　通信装置５２０は、車両１４０のユーザと通信し、及び／又はそれに情報を送信するよ
うに構成されてもよい。通信装置５２０は、ディスプレイ５２２及び音声モジュール５２
４を含み得る。ディスプレイ５２２は、車両１４０及び／又は車両１４０のユーザに関連
する情報を、ビデオ、書き言葉、写真などの形式で表示するように構成されてもよい。音
声モジュール５２４は、車両１４０及び／又は車両１４０のユーザに関連する情報をオー
ディオの形式で放送するように構成されてもよい。車両及び／又は車両のユーザに関連す
る情報は、検出装置５３０によって捕捉されてもよい。
【００７１】
　検出装置５３０は、車両１４０及び／又は車両のユーザに関連する情報を捕捉するよう
に構成されてもよい。検出装置５３０によって捕捉された情報は、処理のために処理装置
５１０に、又は記憶のために記憶装置５６０に送信されてもよい。検出装置５３０は、検
出器５３１、センサ５３２、測位モジュール５３３、ノイズ検出モジュール５３４、状態
検出モジュール５３５、及び速度検出モジュール５３６を含み得る。
【００７２】
　検出器５３１は、車両１４０のユーザに関連する領域、車両１４０の環境に関連する領
域など、又はそれらの任意の組み合わせを走査することによってマルチメディア情報を収
集するように構成されてもよい。
【００７３】
　センサ５３２は、環境情報を収集するように構成されてもよい。センサ５３２は、温度
センサ、湿度センサ、風センサ、塵埃センサなど、又はそれらの任意の組み合わせを含み
得る。
【００７４】
　測位モジュール５３３は、車両１４０の位置情報を収集するように構成されてもよい。
測位モジュール５３３は、全地球測位システム（ＧＰＳ）、全地球航法衛星システム（Ｇ
ＬＯＮＡＳＳ）、コンパス航法システム（ＣＯＭＰＡＳＳ）、ガリレオ測位システム、準
天頂衛星システム（ＱＺＳＳ）、ワイヤレスフィデリティ（ＷｉＦｉ）測位技術など、又
はそれらの任意の組み合わせに基づいて位置情報を収集してもよい。
【００７５】
　ノイズ検出モジュール５３４は、車両１４０に関連するノイズ情報を収集するように構
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成されてもよい。ノイズ検出モジュール５３４は、マイクロホンを含み得る。マイクロホ
ンは、マイクロホンのダイヤフラムに音声の振動を伝達してもよい。音声の振動は、内蔵
磁石に可変電流を形成させてもよい。マイクロホンは、増幅のために可変電流を音声処理
回路に送信してもよい。
【００７６】
　状態検出モジュール５３５は、ロック５４０に関連するロック情報を検出するように構
成されてもよい。ロック情報は、車両１４０のロック５４０の状態及び／又は状態変化を
指すことができる。
【００７７】
　速度検出モジュール５３６は、速度情報を収集するように構成されてもよい。速度情報
は、車両１４０の移動方向の加速度と、地面に対して垂直な方向の加速度とをリアルタイ
ムに含み得る。
【００７８】
　ロック５４０は、車両（例えば自転車）をロックピラー又はラックなどの固定物体に固
定するように構成されてもよい。処理装置５１０、通信装置５２０、検出装置５３０、電
源５５０及び記憶装置５６０は、ロック５４０に一体化されてもよい。ロック５４０の詳
細な説明は、本開示の他の場所（例えば、図１１及びその説明）で見出すことができる。
【００７９】
　電源５５０は、ロック５４０の構成要素の動作に電力を供給するように構成されてもよ
い。いくつかの実施形態では、電源５５０はバッテリであってもよい。
【００８０】
　記憶装置５６０は、検出装置５３０によって捕捉された情報と処理装置５１０によって
処理された情報とを記憶するように構成されてもよい。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、車両１４０は一つ以上の他のモジュールを含み得る。例えば
、車両５１０は、ユーザが車両を運転するか又は車両に乗る時間を決定するための計時装
置を含み得る。別の例として、車両５１０は、ユーザが車両１４０を損傷させた場合にユ
ーザに警告するための警告装置を含み得る。いくつかの実施形態では、説明された一つ以
上のモジュールは、ロック５４０に一体化されてもよい。追加的に又は代替的に、処理エ
ンジン１１２は、本出願に開示された処理装置５１０の機能の少なくとも一部を実行する
ように構成される処理装置５１０のものと同様の一つ以上のモジュールを含み得る。
【００８２】
　図６は、本開示のいくつかの実施形態に係る例示的な処理装置を示すブロック図である
。処理装置５１０は、取得モジュール６１０、決定モジュール６２０、生成モジュール６
３０、及び送信モジュール６４０を含み得る。各モジュールは、以下の動作を実行するよ
うに設計されるハードウェア回路、一つ以上の記憶媒体に記憶された一組の命令、及び／
又はハードウェア回路と一つ以上の記憶媒体との組み合わせであってもよい。
【００８３】
　取得モジュール６１０は、車両１４０に関連する情報を取得するように構成されてもよ
い。車両１４０に関連する情報は、マルチメディア情報、速度情報、環境情報、位置情報
、ロック情報、ノイズ情報、広告情報、又はバッテリ情報など、又はそれらの任意の組み
合わせを含み得る。車両１４０に関連する情報の詳細な説明は、本開示の他の場所（例え
ば、図７、８、及び１０並びにその説明）で見出すことができる。
【００８４】
　決定モジュール６２０は、車両１４０に関連する情報に基づいてユーザの少なくとも一
つの行動を決定するように構成されてもよい。行動は、車両１４０を運転するか又は車両
に乗る間にイヤホンを着用すること、車両１４０を運転するか又は車両に乗る間に電話を
かけること、赤信号を無視すること、車両１４０を損傷させること、車両１４０のロック
５４０をいじること、ジェスチャーコミュニケーションを使用すること、比較的長い期間
内に非公共領域に車両１４０を駐車することなど、又はそれらの任意の組み合わせを含み
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得る。行動の詳細な説明は、本開示の他の場所（例えば、図７及びその説明）で見出すこ
とができる。
【００８５】
　決定モジュール６２０は、車両１４０に関連する情報に基づいて放送データを決定する
ように構成されてもよい。いくつかの実施形態では、放送データは、車両１４０の位置、
助けを求めるリクエスト、車両１４０を追跡するリクエスト、車両１４０のロック５４０
の状態変化に関連する情報、少なくとも一つの環境パラメータに関連する情報、ユーザに
注意して運転するように促す情報、車両１４０の少なくとも一部を修理するリクエスト、
広告情報の情報、バッテリの残存容量の情報など、又はそれらの任意の組み合わせを含み
得る。放送データの詳細な説明は、本開示の他の場所（例えば、図８及び９並びにその説
明）で見出すことができる。
【００８６】
　生成モジュール６３０は、少なくとも一つの行動に応じて少なくとも一つのメッセージ
を生成するように構成されてもよい。メッセージは、ユーザに安全に走行するように促す
メッセージ、警告、手話によるメッセージなど、又はそれらの任意の組み合わせを含み得
る。メッセージの詳細な説明は、本開示の他の場所（例えば、図７及びその説明）で見出
すことができる。
【００８７】
　送信モジュール６４０は、ネットワーク１２０を介して少なくとも一つのメッセージを
車両１４０又はユーザの端末装置１３０に送信するように構成されてもよい。いくつかの
実施形態では、送信モジュール６４０は、テキスト、音声、又は手話など、又はそれらの
組み合わせの形式でメッセージを送信してもよい。例えば、送信モジュール６４０は、ユ
ーザが話す言語に基づいてメッセージを送信してもよい。送信モジュール６４０は、放送
データを車両１４０又は車両１４０を使用するユーザの端末装置１３０に送信するように
さらに構成されてもよい。
【００８８】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、一つ以上の他のモジュールを含んでもよ
く、例えば、処理装置５１０は、上記モジュールによって生成されたデータを記憶するた
めの記憶モジュールを含んでもよい。いくつかの実施形態では、説明された一つ以上のモ
ジュールは処理エンジン１１２に一体化されてもよい。追加的に又は代替的に、処理エン
ジン１１２は、本出願に開示された処理装置５１０の機能の少なくとも一部を実行するよ
うに構成される処理装置５１０のものと同様の一つ以上のモジュールを含み得る。
【００８９】
　なお、処理装置５１０の上記説明は、例示を目的として提供されたものであり、本開示
の範囲を限定するものではない。当業者は、本開示の原理から逸脱することなく、上記方
法及びシステムの適用の形態及び詳細に対して様々な修正及び変更を行うことができる。
しかしながら、これらの変形及び修正も本開示の範囲内に含まれる。
【００９０】
　図７は、本開示のいくつかの実施形態に係る、車両又はユーザの端末装置にメッセージ
を送信するための例示的なプロセス７００を示すフローチャートである。プロセス７００
は、車両共有システム１００によって実行されてもよい。例えば、プロセス７００は、記
憶装置（例えば、ストレージ１５０及び／又は車両１４０の記憶装置５６０）に記憶され
た一組の命令（例えば、アプリケーション）として実装されてもよい。いくつかの実施形
態では、プロセス７００の少なくとも一部は、（例えば、図２に示されるコンピューティ
ング装置２００内に実装される）処理エンジン１１２又は車両１４０の処理装置５１０に
よって実行されてもよい。例示を目的として、処理装置５１０上でのプロセス７００の実
装は例として説明される。
【００９１】
　７１０において、処理装置５１０（例えば、取得モジュール６１０）は、ネットワーク
１２０を介して車両１４０のユーザに関連するマルチメディア情報を取得してもよい。い
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くつかの実施形態では、ユーザに関連するマルチメディア情報は、画像情報、音声情報、
ビデオ情報など、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。
【００９２】
　いくつかの実施形態では、画像情報は、車両１４０を使用する間のユーザの一つ以上の
画像を含み得る。画像情報はまた、車両１４０に関する環境に関連する一つ以上の画像を
含み得る。環境に関連する画像は、車両１４０に関連する近くの店の一つ以上の画像、及
び／又は車両１４０に関連する近くの道路（例えば、交通信号灯、道路整備、交通流）の
一つ以上の画像など、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。
【００９３】
　いくつかの実施形態では、音声情報は、例えば電話をかける、車両１４０と対話するな
どの車両１４０を使用する間のユーザの一つ以上の音声を含み得る。ビデオ情報は、車両
１４０を使用する間のユーザの一つ以上のビデオ、及び／又は車両１４０を使用する間の
ユーザの環境に関連する一つ以上のビデオを含み得る。ユーザの環境に関連するビデオは
、車両１４０の近くの店の一つ以上のビデオ、及び／又は車両１４０の近くの道路（例え
ば、交通信号灯、道路整備、交通流）の一つ以上の画像など、又はそれらの任意の組み合
わせを含み得る。
【００９４】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、車両１４０の検出装置５３０によって捕
捉されたマルチメディア情報を取得してもよい。検出装置５３０は検出器５３１を含み得
る。検出器５３１は、カメラ、ビデオカメラなどを含み得る。いくつかの実施形態では、
検出器５３１は、車両１４０のユーザに関連する領域、車両１４０の環境に関連する領域
など、又はそれらの任意の組み合わせを走査することによってマルチメディア情報を収集
してもよい。マルチメディア情報を収集した後、検出器５３１はマルチメディア情報を処
理装置５１０に送信してもよい。
【００９５】
　車両共有システム１００は、検出器５３１の状態（例えば、動作状態、非動作状態）を
制御してもよい。いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、規則的な間隔で及び／又
は不規則な間隔でマルチメディア情報を自動的に取得してもよい。規則的な間隔及び／又
は不規則な間隔に関連する時間間隔は、車両共有システム１００において設定される所定
値であってもよい。代替的に又は追加的に、車両１４０のユーザは、ユーザの端末装置１
３０を介して検出器５３１の状態を制御することによって時間間隔を動的に設定してもよ
い。
【００９６】
　代替的に又は追加的に、車両１４０のユーザは検出器５３１の状態を制御してもよい。
いくつかの実施形態では、ユーザが、例えば端末装置１３０のユーザインタフェースを介
して特定の入力を入力した場合、検出器５３１はマルチメディア情報を収集してもよい。
例えば、車両１４０のユーザが検出器５３１を動作状態にすると、処理装置５１０は検出
器５３１からマルチメディア情報を取得してもよい。別の例として、車両１４０のユーザ
が検出器５３１を非動作状態にすると、処理装置５１０はマルチメディア情報を取得しな
くてもよい。いくつかの実施形態において、車両１４０のユーザは、検出器５３１の状態
を制御することを妨げられ得る。例えば、検出器５３１は、ユーザがシートを取り外した
か否か、車両１４０のタイヤに空気を入れる必要があるか否かなどを検出してもよい。
【００９７】
　７２０において、処理装置５１０（例えば、決定モジュール６２０）は、ユーザに関連
するマルチメディア情報に基づいてユーザの少なくとも一つの行動を決定してもよい。行
動は、車両１４０を運転するか又は車両１４０に乗る間にイヤホンを着用すること、車両
１４０を運転するか又は車両１４０に乗る間に電話をかけること、赤信号を無視すること
、車両１４０を損傷させること、車両１４０のロック５４０をいじること、ジェスチャー
コミュニケーションを使用すること、比較的長い期間内に非公共領域に車両１４０を駐車
することなど、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。
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【００９８】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、認識技術に基づいてユーザの行動を決定
してもよい。認識技術は、画像認識技術及び／又は音声認識技術を含み得る。画像認識は
、テキスト認識、デジタル画像処理及び認識、物体認識などを含み得る。音声認識は、孤
立単語認識、キーワード認識、連続音声認識などを含み得る。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、認識技術に基づいてマルチメディア情報
から特徴情報を抽出してもよい。特徴情報は、マルチメディア情報の特性を表すことがで
きる特徴を含み得る。例えば、画像又はビデオはユーザが車両１４０を運転するか又は車
両１４０に乗る間にイヤホンを着用する行為を示す場合、画像又はビデオの特徴情報は、
車両１４０のユーザの顔、耳を覆うか又は耳に近いイヤホンの物体を含み得る。別の例と
して、画像又はビデオはユーザが赤信号を無視する行為を示す場合、画像又はビデオの特
徴情報は、車両１４０のユーザの顔、赤信号、及びユーザ及び車両１４０が赤信号に関連
する道路の真ん中にあるシーンを含み得る。
【０１００】
　その後、処理装置５１０は、特徴情報と、特徴情報と行動との間の対応関係（例えば、
マッピング関係、事前訓練されたモデル）とに基づいてユーザの行動を決定してもよい。
処理装置５１０は、特徴情報と行動との間の対応関係を予め記憶してもよい。例えば、特
徴情報が、車両１４０のユーザの顔、又は耳を覆うか又は耳に近いイヤホンの物体を含む
場合、処理装置５１０は、対応関係に基づいてユーザが車両１４０を運転するか又は車両
１４０に乗る間にイヤホンを着用する対応行動を決定してもよい。別の例として、特徴情
報は、車両１４０のユーザの顔、赤信号、及び／又はユーザ及び車両１４０が赤信号に関
連する道路の真ん中にあるシーンを含む場合、処理装置５１０は、対応関係に基づいてユ
ーザが赤信号を無視する対応行動を決定してもよい。
【０１０１】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、特徴情報及び対応関係に基づいてユーザ
の行動を決定してもよい。行動は、車両１４０を蹴ること、車両１４０の一部（例えば、
タイヤ、シート）を車両１４０から取り外すこと、車両１４０をランダムに駐車すること
など、又はそれらの任意の組み合わせを含み得るが、それらに限定されない。処理装置５
１０はさらに、ユーザが車両１４０を損傷させるユーザの行動を決定してもよい。
【０１０２】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、特徴情報及び関係に基づいて、比較的長
い時間内に非公共領域（例えば、家、オフィス）に車両を駐車するか又は車両１４０のロ
ック５４０をいじるユーザの行動を決定してもよい。処理装置５１０はさらに、ユーザが
車両１４０を不正に占有するユーザの行動を決定してもよい。
【０１０３】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、特徴情報及び対応関係に基づいて手話を
使用するユーザの行動を決定してもよい。処理装置５１０は、ユーザがジェスチャーコミ
ュニケーションを使用するユーザの行動を決定してもよい。
【０１０４】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、マルチメディア情報に基づいてユーザの
他の行動を決定してもよい。例えば、ユーザの他の行動は、同じ車両を複数回使用するこ
と、予め設定された範囲を超えて車両１４０を運転するか又は車両１４０に乗ること、車
両１４０の駐車が許可される領域に車両１４０を駐車すること、車両１４０と対話する（
現在の温度が何度であるかを尋ねる）ことなど、又はそれらの任意の組み合わせを含み得
る。
【０１０５】
　７３０において、処理装置５１０（例えば、生成モジュール６３０）は、少なくとも一
つの行動に応じて少なくとも一つのメッセージを生成してもよい。例えば、７２０におい
て決定された行動は、車両１４０を運転するか又は車両１４０に乗る間にイヤホンを着用
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すること、車両１４０を運転するか又は車両１４０に乗る間に電話をかけること、又は赤
信号を無視することを含む場合、処理装置５１０は、ユーザに安全に走行するように促す
メッセージなどを生成してもよい。
【０１０６】
　別の例として、７２０において決定された行動が車両１４０を損傷させることを含む場
合、処理装置５１０はユーザに警告を生成してもよい。
【０１０７】
　さらに別の例として、７２０において決定された行動は車両１４０のロック５４０をい
じること、及び／又は比較的長い期間内に非公共領域に車両１４０を駐車することを含む
場合、処理装置５１０はユーザに警告を生成してもよい。
【０１０８】
　さらに別の例として、７２０において決定された行動はジェスチャーコミュニケーショ
ンを使用することを含む場合、処理装置５１０は、ジェスチャをユーザに表示することに
よって手話を介してユーザと通信してもよい。代替的に又は追加的に、処理装置５１０は
また、ユーザがユーザの端末装置１３０を介して手話を使用するときに手話を介してユー
ザと通信してもよい。
【０１０９】
　さらに別の例として、７２０において決定された行動は同じ車両を複数回使用すること
を含む場合、処理装置５１０は再び車両１４０の使用を歓迎するメッセージを生成しても
よい。
【０１１０】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、メッセージと行動との間の対応関係（例
えば、マッピング関係、行動及びメッセージによって事前訓練されたモデル）を予め記憶
してもよい。処理装置５１０は、メッセージと行動との間の対応関係に基づいて行動に応
じてメッセージを生成してもよい。例えば、処理装置５１０は、ユーザが安全でない活動
（例えば、ユーザが赤信号を無視すること、車両１４０を運転するか又は車両１４０に乗
る間にイヤホンを着用すること、車両１４０を運転するか又は車両１４０に乗る間に電話
をかけることなど、又はそれらの任意の組み合わせ）をすると決定された場合に、対応関
係に基づいて、車両１４０のユーザに安全に走行するように促すメッセージを生成しても
よい。別の例として、処理装置５１０は、ユーザが車両１４０を損傷させていると決定さ
れた場合に、対応関係に基づいて、車両１４０又はユーザの端末装置１３０への警告のメ
ッセージを生成してもよい。
【０１１１】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、行動に応じてユーザに対する信用評価を
生成してもよい。ユーザは、車両１４０に損傷を与える（例えば、車両１４０を損傷させ
る、車両１４０のロック５４０をいじる）か又は危険に車両１４０を運転するか又は車両
１４０に乗る（例えば、車両１４０を運転するか又は前記車両に乗る間にイヤホンを着用
する、車両１４０を運転するか又は前記車両に乗る間に電話をかける、赤信号を無視する
）可能性がある行動をとると、処理装置５１０は、そのような場合に、ユーザに対する比
較的低い信用評価を生成してもよい。例えば、車両１４０を損傷させる行動をとるユーザ
は、車両１４０に損傷を与えるか、又は危険に車両１４０を運転するか又は前記車両に乗
る可能性があるそのような行動をとらないユーザよりも比較的低い信用評価を与えられる
可能性がある。ユーザが車両１４０を保護する行動をとるときに、処理装置５１０は比較
的高い信用評価を生成してもよい。例えば、ユーザは常に、車両１４０の駐車が許可され
るか又は推奨される領域に車両１４０を駐車する場合、処理装置５１０はユーザに対する
比較的高い信用評価を生成してもよい。
【０１１２】
　いくつかの実施形態では、信用評価が予め設定された閾値より高いときに、車両共有シ
ステム１００は、例えば無料運転又は乗り、割引、クーポンなどの何らかの賞をユーザに
与えてもよい。
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【０１１３】
　７４０において、処理装置５１０（例えば、送信モジュール６４０）は、ネットワーク
１２０を介してメッセージを車両１４０又はユーザの端末装置１３０に送信してもよい。
いくつかの実施形態では、メッセージは、車両１４０のディスプレイ５２２に表示されて
もよいか、又は例えば、車両１４０の音声表示装置によって放送されてもよい。いくつか
の実施形態では、メッセージは、ユーザに安全に走行するように促すメッセージ、警告、
手話によるメッセージ、再び車両１４０の使用を歓迎するメッセージなど、又はそれらの
任意の組み合わせを含み得る。
【０１１４】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０はメッセージをユーザに送信してもよい。メ
ッセージは、テキスト、音声、又は手話など、又はそれらの組み合わせの形式であっても
よい。処理装置５１０は、ユーザが話す言語に基づいてメッセージを送信してもよい。処
理装置５１０は、音声認識及び／又は画像認識に基づいてユーザが話す言語を決定しても
よい。例えば、処理装置５１０は音声情報又はビデオ情報に基づいてユーザが中国語を話
すと決定した場合、処理装置５１０はメッセージを中国語で送信してもよい。別の例とし
て、処理装置５１０は画像情報又はビデオ情報に基づいてユーザの外見及び／又は音声に
基づいてユーザが英語を話すと決定した場合、処理装置５１０はメッセージを英語で送信
してもよい。さらに別の例として、処理装置５１０はユーザの外見及び／又は音声に基づ
いてユーザが英語を話すと決定した場合、処理装置５１０はメッセージを英語で生成して
もよい。
【０１１５】
　図８は、本開示のいくつかの実施形態に係る、放送データを送信するための例示的なプ
ロセスを示すフローチャートである。プロセス８００は、車両共有システム１００によっ
て実行されてもよい。例えば、プロセス８００は、記憶装置（例えば、ストレージ１５０
及び／又は車両１４０の記憶装置５６０）に記憶された一組の命令（例えば、アプリケー
ション）として実装されてもよい。いくつかの実施形態では、プロセス８００の少なくと
も一部は、（例えば、図２に示されるコンピューティング装置２００内に実装される）処
理エンジン１１２又は車両１４０の処理装置５１０によって実行されてもよい。例示を目
的として、処理装置５１０上でのプロセス８００の実装は例として説明される。
【０１１６】
　８１０において、処理装置５１０（例えば、取得モジュール６１０）は、車両１４０に
関連する情報を取得してもよい。車両１４０に関連する情報は、マルチメディア情報、速
度情報、環境情報、位置情報、ロック情報、ノイズ情報、広告情報、又はバッテリ情報な
ど、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。
【０１１７】
　いくつかの実施形態では、マルチメディア情報は、画像情報、音声情報、ビデオ情報な
どを含み得る。処理装置５１０は、検出装置５３０（例えば、検出器５３１）を介してマ
ルチメディア情報を取得してもよい。マルチメディア情報の詳細な説明は、本開示の他の
場所（例えば、図７及びその説明）で見出すことができる。
【０１１８】
　いくつかの実施形態では、速度情報は、リアルタイムにＸ軸の加速度、Ｙ軸の加速度、
及びＺ軸の加速度を含み得る。本明細書で用いられるように、Ｘ軸又はＹ軸のいずれかは
、車両の移動方向を指してもよい。Ｚ軸は地面に対して垂直な方向を指してもよい。なお
、Ｘ軸、Ｙ軸、及びＺ軸の説明は、例示のために提供されたものに過ぎず、本開示の範囲
を限定するものではない。
【０１１９】
　処理装置５１０は、各軸の第１の閾値加速度（すなわち、時間に対する物体の速度の変
化率）を取得してもよい。第１の閾値加速度は、ユーザが正常な状態で車両１４０を運転
するか又は前記車両に乗ることができるときの各軸の加速度であってもよい。正常な状態
は、移動方向に安全な速度で運転するか又は乗ること、移動方向に沿って最初に加速する
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こと、移動方向に運転するか又は乗る間に加速すること、緊急時に移動方向に沿ってブレ
ーキをかけることなどを含み得る。
【０１２０】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、正常な状態で各軸の履歴加速度を分析し
てもよい。その後、処理装置５１０は、各軸の履歴加速度の最大値を各軸の第１の閾値加
速度として決定してもよい。例えば、移動方向（例えば、Ｘ軸又はＹ軸）における履歴加
速度の最大値は正常な状態で３ｍ／ｓ２であり、移動方向における第１の閾値加速度は３
ｍ／ｓ２であってもよい。別の例として、地面に対して垂直な方向（例えば、Ｚ軸）にお
ける第１の閾値加速度は１０ｍ／ｓ２であってもよい。
【０１２１】
　いくつかの実施形態では、第１の閾値加速度は、車両１４０が他の物体（例えば、車両
、木）と衝突するか否かを決定するために用いられてもよい。例えば、移動方向（Ｘ軸、
Ｙ軸）に沿った加速度が、予め設定された時間範囲内で移動方向に沿った第１の閾値加速
度を複数回超え、車両１４０のロック５４０が解錠された場合、処理装置５１０は、車両
１４０が他の物体と衝突すると決定してもよい。
【０１２２】
　処理装置５１０はまた、各軸の第２の閾値加速度を取得してもよい。第２の閾値加速度
は、ユーザが履歴期間中に正常な状態及び異常状態で車両１４０を運転するか又は車両１
４０に乗ることができるときの各軸の最大加速度であってもよい。例えば、異常状態は、
車両１４０の衝突、命令なしでの車両１４０の輸送などを含み得る。命令とは、サーバ１
１０により車両１４０を輸送する命令を指すことができる。サーバ１１０は、命令を作業
員に送信してもよい。命令なしでの車両１４０の輸送は、サーバ１１０又は作業員によっ
て車両１４０を輸送する命令なしで、トラック、乗用車などによって車両１４０を輸送す
ることを含み得る。
【０１２３】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、正常な状態と異常状態の両方で各軸の履
歴加速度を分析してもよい。　その後、処理装置５１０は、各軸の履歴加速度の最大値を
各軸の第２の閾値加速度として決定してもよい。例えば、移動方向（例えば、Ｘ軸又はＹ
軸）における履歴加速度の最大値は、正常な状態と異常状態で５ｍ／ｓ２であり、移動方
向における加速度の第２の閾値加速度は５ｍ／ｓ２であってもよい。
【０１２４】
　第１の閾値加速度及び第２の閾値加速度を予め決定した後、処理装置５１０は、それら
を記憶のために記憶装置５６０に送信してもよい。いくつかの実施形態では、第１の閾値
加速度及び第２の閾値加速度は、車両共有システム１００（例えば、記憶装置５６０）に
おいて設定される予め設定された値であってもよい。
【０１２５】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、速度検出モジュール５３６を介してＸ軸
の加速度、Ｙ軸の加速度、及びＺ軸の加速度を取得してもよい。速度検出モジュール５３
６は処理装置５１０に接続されてもよい。速度検出モジュール５３６は、加速度を検出す
るための少なくとも一つのセンサ（例えば、三軸加速度計）を含み得る。速度検出モジュ
ール５３６は、車両１４０の速度情報を検出した後、速度情報を処理装置５１０に送信し
てもよい。
【０１２６】
　いくつかの実施形態では、環境情報は少なくとも一つの環境パラメータを含み得る。少
なくとも一つの環境パラメータは、温度、湿度、風、又は塵埃（例えば、ＰＭ２．５）な
ど、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。処理装置５１０は、検出装置５３０（例
えば、センサ５３２）に基づいて環境情報を取得してもよい。センサ５３２は、温度セン
サ、湿度センサ、風センサ、塵埃センサなど、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る
。処理装置５１０は、検出装置５３０（例えば、センサ５３２）から環境情報を取得して
もよい。
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【０１２７】
　いくつかの実施形態では、位置情報は、車両１４０の経度及び緯度を含む地理的位置を
含み得る。処理装置５１０は、測位モジュール５３３を介して、又はブルートゥース（登
録商標）信号を介して位置情報を取得してもよい。測位モジュール５３３は、全地球測位
システム（ＧＰＳ）、全地球航法衛星システム（ＧＬＯＮＡＳＳ）、コンパス航法システ
ム（ＣＯＭＰＡＳＳ）、ガリレオ測位システム、準天頂衛星システム（ＱＺＳＳ）、ワイ
ヤレスフィデリティ（ＷｉＦｉ）測位技術など、又はそれらの任意の組み合わせに基づい
て位置情報を収集してもよい。測位モジュール５３３は、処理装置５１０に接続され、位
置情報を処理装置５１０に送信してもよい。ブルートゥース（登録商標）信号を介して位
置情報を取得することに関する詳細な説明は、本開示の他の場所（例えば、図１０及びそ
の説明）で見出すことができる。
【０１２８】
　ロック情報は、車両１４０のロック５４０の状態及び／又は状態変化を指すことができ
る。状態は、施錠状態、解錠状態などを含み得る。状態変化は、施錠状態から解錠状態へ
の状態変化、解錠状態から施錠状態への状態変化を含み得る。例えば、ロック５４０は、
ロック５４０を施錠又は解錠するリクエストを受信した後に施錠又は解錠してもよい。別
の例として、例えば、ボタンを押すこと、数字ボタン（例えば、ボタン１）を押すこと、
パスワードを入力すること、バーコードを走査することなどにより、ユーザの入力に応じ
て、ロック５４０を施錠するか又は解錠してもよい。処理装置５１０は、検出装置５３０
（例えば、状態検出モジュール５３５）及び／又はロック５４０に基づいてロック情報を
取得してもよい。
【０１２９】
　いくつかの実施形態では、ユーザは、パスワード（例えば５５４９）を入力することに
よってロック５４０を解錠してもよい。ユーザは、複数の数字の組み合わせを入力するこ
とによってパスワードを入力してもよい。ロック情報は、押されたボタンに関連する情報
をさらに含み得る。
【０１３０】
　いくつかの実施形態では、ノイズ情報は、故障するチェーンのノイズ、故障するホイー
ルのノイズ、故障するタイヤのノイズ、故障するクランクセットのノイズ、故障するペダ
ルのノイズ、故障するリアクランクセットのノイズなど、又はそれらの任意の組み合わせ
を含み得る。処理装置５１０は、ノイズ検出モジュール５３４に基づいてノイズ情報を取
得してもよい。ノイズ検出モジュール５３４は、処理装置５１０に接続されてもよい。ノ
イズ検出モジュール５３４は、マイクロホンを含み得る。マイクロホンは、マイクロホン
のダイヤフラムに音声の振動を伝達してもよい。音声の振動は、内蔵磁石に可変電流を形
成させてもよい。マイクロホンは、増幅のために可変電流を音声処理回路に送信してもよ
い。ノイズ情報を検出した後、ノイズ検出モジュール５３４は、ノイズ情報を処理装置５
１０に送信してもよい。
【０１３１】
　いくつかの実施形態では、ノイズ情報を検出した後、ノイズ検出モジュール５３４はノ
イズ情報をバンドパスフィルタに送信してもよい。バンドパスフィルタは、ノイズ検出モ
ジュール５３４及び処理装置５１０に接続されてもよい。バンドパスフィルタは、ノイズ
情報から環境ノイズ情報をフィルタアウトし、フィルタリングされたノイズ情報を処理装
置５１０に送信するように構成されてもよい。環境情報をフィルタアウトすることに関す
る詳細な説明は、本開示の他の場所（例えば、図９及びその説明）で見出すことができる
。
【０１３２】
　いくつかの実施形態では、広告情報は、近くの店のアイデンティティ、近くの店の新製
品のリスト情報、近くの店のクーポン情報、近くの店の割引情報、ユーザが興味を持つ広
告タイプなど、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。近くの店の位置と車両１４０
の位置との間の距離が距離閾値より小さい場合、処理装置５１０は広告情報を取得しても
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よい。
【０１３３】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、ユーザによるクエリに基づいて、ユーザ
が興味を持つ可能性がある広告タイプを決定してもよい。広告タイプは、レストランの広
告のタイプ、スーパーマーケットの広告のタイプ、飲み物の広告のタイプ、衣服の広告の
タイプなど、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。例えば、ユーザがレストランを
検索した場合、処理装置５１０は、ユーザが食品の広告のタイプに興味を持つと決定して
もよい。
【０１３４】
　処理装置５１０は、ブルートゥース（登録商標）信号を介して広告情報を取得してもよ
い。ブルートゥース（登録商標）信号は、ビーコンステーションによって生成されてもよ
い。ビーコンステーションは、車両１４０のロック５４０内に構成されてもよい。ブルー
トゥース（登録商標）信号は、車両１４０の識別子（例えば、ビーコンステーション）を
含み得る。車両１４０の識別子（例えば、ビーコンステーション）はまた、少なくとも一
つの近くの店と関連してもよい。
【０１３５】
　いくつかの実施形態では、バッテリ情報は、車両１４０のバッテリの残存容量を含み得
る。いくつかの実施形態では、バッテリは、太陽エネルギー、運動エネルギー（例えば、
車両１４０の乗り中に、バッテリが充電されてもよい）、風エネルギー、機械的エネルギ
ーなどによって充電されるバッテリであってもよい。図５において説明されるバッテリ検
出装置は、バッテリの残存容量を決定し、バッテリの残存容量を処理装置５１０に送信し
てもよい。
【０１３６】
　８２０において、処理装置５１０（例えば、決定モジュール６２０）は、車両１４０に
関連する情報に基づいて放送データを決定してもよい。いくつかの実施形態では、放送デ
ータは、車両１４０の位置、助けを求めるリクエスト、車両１４０を追跡するリクエスト
、車両１４０のロック５４０の状態変化に関連する情報、少なくとも一つの環境パラメー
タに関連する情報、ユーザに注意して運転するように促す情報、車両１４０の少なくとも
一部を修理するリクエスト、広告情報の情報、バッテリの残存容量の情報など、又はそれ
らの任意の組み合わせを含み得る。
【０１３７】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は速度情報及びロック情報に基づいて車両１
４０が物体と衝突すると決定した場合、処理装置５１０は、放送データ内に助けを求める
リクエストと車両１４０の位置とをさらに含み得る。例えば、Ｘ軸の加速度とＺ軸の加速
度がそれぞれ予め設定された時間範囲（例えば１０秒）内でＸ軸の第１の閾値加速度（例
えば３ｍ／ｓ２）とＺ軸の第１の閾値加速度（例えば１０ｍ／ｓ２）を数回超え、ロック
５４０が解錠された場合、処理装置５１０は、車両１４０が物体と衝突すると決定しても
よい。別の例として、Ｙ軸の加速度とＺ軸の加速度がそれぞれ予め設定された時間範囲（
例えば１０秒）内でＹ軸の第１の閾値加速度（例えば２ｍ／ｓ２）とＺ軸の第１の閾値加
速度（例えば１０ｍ／ｓ２）を数回超え、ロック５４０が解錠された場合、処理装置５１
０は、車両１４０が物体と衝突すると決定してもよい。車両１４０が物体と衝突すると決
定した後、処理装置５１０は、放送データに、助けを求めるリクエストと車両１４０の位
置とを含み得る。
【０１３８】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は速度情報及びロック情報に基づいて命令な
しで車両１４０が輸送されると決定した場合、処理装置５１０は、放送データに、車両１
４０を追跡するリクエストをさらに含み得る。命令は、作業員に車両１４０を追跡するよ
うに指示してもよい。作業員は、サーバ１１０から命令を受信してもよい。実施形態では
、Ｘ軸の加速度又はＹ軸の加速度がそれぞれＸ軸の第２の閾値加速度（例えば５ｍ／ｓ２
）とＹ軸の第２の閾値加速度（例えば５ｍ／ｓ２）を超え、車両１４０を輸送する命令が
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なく、ロック５４０が施錠される場合、処理装置５１０は、命令なしで車両１４０が輸送
されると決定してもよい。
【０１３９】
　いくつかの実施形態では、８１０において決定されたロック情報は、車両１４０のロッ
ク５４０の、施錠状態から解錠状態への又は解錠状態から施錠状態への状態変化を含む場
合、処理装置５１０は、放送データが車両１４０のロックの状態変化に関連する情報を含
むと決定してもよい。例えば、車両１４０のロック５４０が施錠されている場合、放送デ
ータは「施錠に成功する」というフレーズを示すテキスト又は音声を含み得る。別の例と
して、車両１４０のロック５４０が解錠される場合、放送データは、「解錠に成功する」
というフレーズを示すテキスト又は音声を含み得る。さらに別の例として、車両共有シス
テム１００がロック５４０を施錠することに失敗した場合、放送データは「施錠に失敗す
る」というフレーズを示すテキスト又は音声を含み得る。さらに別の例として、車両共有
システム１００がロック５４０を解錠することに失敗した場合、放送データは、「解錠に
失敗する」というフレーズを示すテキスト又は音声を含み得る。さらに別の例として、ユ
ーザがパスワードを入力することによって車両１４０を施錠するか又は解錠した場合、放
送データは、「パスワードが正しい」、「パスワードが間違う」などというフレーズを示
すテキスト又は音声を含み得る。いくつかの実施形態では、１を表す数字ボタンが押され
た場合、放送データは、１に関連する情報関係を含み得る。
【０１４０】
　いくつかの実施形態では、８１０において決定された少なくとも一つの環境パラメータ
の値が閾値を超える場合、処理装置５１０は、放送データに、少なくとも一つの環境パラ
メータに関連する情報を含み得る。閾値は、車両共有システム１００において設定される
所定値であってもよい。代替的に又は追加的に、車両１４０のユーザは、ユーザの端末装
置１３０又は車両１４０のディスプレイ５２２を介して動的に閾値を設定してもよい。
【０１４１】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０はノイズ情報に基づいて車両１４０の少なく
とも一部が故障すると決定した場合、処理装置５１０は、放送データに、ユーザに注意し
て運転するように促すことを含み得る。放送データはさらに、車両１４０の故障する部分
を修理するリクエストを含み得る。リクエストは、サーバ１１０に送信されてもよい。次
いで、サーバ１１０は、リクエストを作業員に送信してもよい。
【０１４２】
　いくつかの実施形態では、車両１４０の位置と店の位置との間の距離が位置情報に基づ
いて距離閾値より小さい場合、処理装置５１０は放送データに店の広告情報を含み得る。
閾値は、車両共有システム１００において設定される所定値であってもよい。代替的に又
は追加的に、車両１４０のユーザは、ユーザの端末装置１３０又は車両１４０のディスプ
レイ５２２を介して動的に閾値を設定してもよい。
【０１４３】
　いくつかの実施形態では、車両１４０に関連する情報がバッテリの残存容量のバッテリ
情報を含む場合、処理装置５１０は放送データにバッテリの残存容量に関連する情報を含
み得る。
【０１４４】
　８３０において、処理装置５１０（例えば、送信モジュール６４０）は、放送データを
車両１４０又は車両１４０を使用するユーザの端末装置１３０に送信してもよい。
【０１４５】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、通信装置５２０を介して放送データを音
声の形式で送信してもよい。通信装置５２０は、ディスプレイ５２２及び音声モジュール
５２４を含み得る。具体的に、処理装置５１０は、音声モジュール５２４を介して音声の
形式で放送データを送信してもよい。音声モジュール５２４は処理装置５１０に接続され
てもよい。音声モジュール５２４は、音声チップ及びスピーカを含み得る。音声チップは
、放送データを取得し、放送データを音声信号に変換するように構成されてもよい。スピ
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ーカは音声信号を放送してもよい。いくつかの実施形態では、スピーカは、増幅されフィ
ルタリングされた音声信号を放送してもよい。具体的に、音声モジュール５２４は、信号
増幅器、信号フィルタをさらに含み得る。信号増幅器は、音声信号を増幅するように構成
されてもよい。信号フィルタは、音声信号をフィルタリングするように構成されてもよい
。
【０１４６】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、通信装置５２０（例えば、ディスプレイ
５２２）を介して放送データをテキストの形式で送信してもよい。
【０１４７】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、ユーザの命令に応じて放送データ及び／
又はリクエストを送信するだけでよい。ユーザによるボタンの押下に応じて命令が送信さ
れてもよい。いくつかの実施形態では、ユーザは、どの放送データ及び／又はリクエスト
を処理装置５１０が送信するかを制御してもよい。例えば、ユーザが環境パラメータを取
得したい場合、処理装置５１０は環境パラメータを車両１４０又はユーザの端末装置１３
０に送信してもよい。ユーザは、どの放送データ及び／又はリクエストを処理装置５１０
がユーザの端末装置１３０又は車両１４０（例えば通信装置５２０）によって送信するか
を制御してもよい。
【０１４８】
　なお、プロセス８００の上記説明は、例示のために提供されたものに過ぎず、本開示の
範囲を限定するものではない。当業者であれば、本開示の教示下で複数の変形及び修正を
行ってもよい。しかしながら、これらの変形及び修正は、本開示の範囲から逸脱するもの
ではない。
【０１４９】
　図９は、本開示のいくつかの実施形態に係る、アナログ－デジタル変換器に基づいてフ
ィルタリングされたノイズ情報の周波数値を決定するための例示的なプロセスを示すフロ
ーチャートである。プロセス９００は、車両共有システム１００によって実行されてもよ
い。例えば、プロセス９００は、記憶装置（例えば、ストレージ１５０、車両１４０の処
理装置５１０及び／又は記憶装置５６０）に記憶された一組の命令（例えば、アプリケー
ション）として実装されてもよい。いくつかの実施形態では、プロセス９００の少なくと
も一部は、（例えば、図２に示されるコンピューティング装置２００内に実装される）処
理エンジン１１２又は車両１４０の処理装置５１０によって実行されてもよい。例示を目
的として、処理装置５１０上でのプロセス９００の実装は例として説明される。
【０１５０】
　９１０において、処理装置５１０（例えば、決定モジュール６２０）は、ノイズ情報か
ら環境ノイズ情報をフィルタアウトしてもよい。ノイズ検出モジュール５３４はノイズ情
報を収集してもよい。ノイズ情報は、バンドパスフィルタを通過してもよい。バンドパス
フィルタは、フィルタリングされたノイズ情報を生成するために、ノイズ情報から環境ノ
イズをフィルタアウトしてもよい。
【０１５１】
　９２０において、処理装置５１０（例えば、決定モジュール６２０）は、フィルタリン
グされたノイズ情報の周波数値を決定してもよい。処理装置５１０は、デジタル信号処理
（ＤＳＰ）技術（例えば、アナログ－デジタル変換器）に基づいてフィルタリングされた
ノイズの周波数値を決定してもよい。
【０１５２】
　いくつかの実施形態では、ノイズ情報（又はフィルタリングされたノイズ情報）を取得
した後、処理装置５１０はＤＳＰ技術に基づいてノイズ情報を分析してもよい。車両１４
０の異なる故障する部分が異なるノイズの周波数値を生成できるので、処理装置５１０は
分析結果に基づいて車両１４０の故障する部分を決定してもよい。いくつかの実施形態で
は、車両１４０の故障する部分は、チェーン、ホイール、タイヤ、クランクセット、ペダ
ル、リアクランクセットなど、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。
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【０１５３】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０はさらに、ノイズの周波数値と車両１４０の
故障する部分との間の関係（例えば、マッピング関係、事前訓練されたモデル）に基づい
て車両１４０の故障する部分を決定してもよい。例えば、ノイズの周波数値が車両１４０
の故障するホイールの周波数値範囲に対応する場合、処理装置５１０は、車両１４０のホ
イールが故障すると決定してもよい。
【０１５４】
　いくつかの実施形態では、車両１４０に二つ以上の故障する部分がある場合、ノイズ情
報は二つ以上のノイズ信号を含み得る。車両の各故障する部分は、ノイズ信号に対応して
もよい。各ノイズ信号は周波数値を含み得る。バンドフィルタは、二つ以上のノイズ信号
の周波数値を分割してもよい。次いで、処理装置５１０は、ＤＳＰ（例えば、アナログ－
デジタル変換器）に基づいて二つ以上のノイズ信号のそれぞれの周波数値を決定してもよ
い。処理装置５１０は、二つ以上のノイズ信号のそれぞれの周波数値に対応する車両１４
０の故障する部分を決定してもよい。
【０１５５】
　なお、プロセス９００の上記説明は、例示のために提供されたものに過ぎず、本開示の
範囲を限定するものではない。当業者であれば、本開示の教示下で複数の変形及び修正を
行ってもよい。しかしながら、これらの変形及び修正は、本開示の範囲から逸脱するもの
ではない。
【０１５６】
　図１０は、本開示のいくつかの実施形態に係る、車両の位置を決定するための例示的な
プロセスを示すフローチャートである。プロセス１０００は、車両共有システム１００に
よって実行されてもよい。例えば、プロセス１０００は、記憶装置（例えば、ストレージ
１５０、車両１４０の処理装置５１０及び／又は記憶装置５６０）に記憶された一組の命
令（例えば、アプリケーション）として実装されてもよい。いくつかの実施形態では、プ
ロセス１０００の少なくとも一部は、（例えば、図２に示されるコンピューティング装置
２００内に実装される）処理エンジン１１２又は車両１４０の処理装置５１０によって実
行されてもよい。例示を目的として、処理装置５１０上でのプロセス１０００の実装は例
として説明される。
【０１５７】
　１０１０において、処理装置５１０（例えば、取得モジュール６１０）は、ブルートゥ
ース（登録商標）信号を介して車両１４０に関連する位置情報を取得してもよい。ロック
５４０は、ビーコンステーションを含み得る。ビーコンステーションは、ブルートゥース
（登録商標）信号を生成してもよい。ブルートゥース（登録商標）信号は、車両１４０の
識別子（例えば、ロック５４０）を含み得る。例えば、車両１４０の識別子は、バーコー
ド、クイックレスポンス（ＱＲ）コード（登録商標）、文字及び／又は数字を含むシリア
ル番号など、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。
【０１５８】
　１０２０において、処理装置５１０（又は取得モジュール６１０）は、車両１４０の識
別子に基づいて車両１４０の位置を決定してもよい。車両１４０の位置は、車両１４０の
経度及び緯度を有する地理的位置を含み得る。処理装置５１０は、バーコード、クイック
レスポンス（ＱＲ）コード（登録商標）、文字及び／又は数字を含むシリアル番号など、
又はそれらの任意の組み合わせに基づいて位置を決定してもよい。
【０１５９】
　いくつかの実施形態では、処理装置５１０は、車両１４０の測位モジュール５３３を介
して車両１４０の位置を決定してもよい。測位モジュール５３３は、測位技術に基づいて
車両１４０の位置を決定してもよい。測位技術は、全地球測位システム（ＧＰＳ）、全地
球航法衛星システム（ＧＬＯＮＡＳＳ）、コンパス航法システム（ＣＯＭＰＡＳＳ）、ガ
リレオ測位システム、準天頂衛星システム（ＱＺＳＳ）、ワイヤレスフィデリティ（Ｗｉ
Ｆｉ）測位技術など、又はそれらの任意の組み合わせに基づいてもよい。
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【０１６０】
　なお、プロセス１０００の上記説明は、例示のために提供されたものに過ぎず、本開示
の範囲を限定するものではない。当業者であれば、本開示の教示下で複数の変形及び修正
を行ってもよい。しかしながら、これらの変形及び修正は、本開示の範囲から逸脱するも
のではない。
【０１６１】
　図１１は、 本開示のいくつかの実施形態に係る例示的なロックを示す概略図である。
ロック１１００は、本開示の他の場所（例えば、図４及び５、並びにその説明）において
説明されるようなロック５４０の実施形態であってもよい。いくつかの実施形態では、ロ
ック１１００は、車両（例えば自転車）をロックピラー又はラックなどの固定物体に固定
するように構成されてもよい。ロック１１００は、本開示で説明されるその機能を実装す
るための機構の任意の組み合わせを含み得る。
【０１６２】
　いくつかの実施形態では、ロック１１００は、処理装置５１０、電源５５０、ロック機
構１１１０、制御装置、及び状態検出装置を含み得る。
【０１６３】
　処理装置５１０は、本開示の他の場所で説明されるような一つ以上の機能を実行するこ
とに関連する情報及び／又は命令を処理してもよい。図４～５及びその説明を参照する。
処理装置５１０はまた、取得され及び／又は処理された情報及び／又は命令に基づいてロ
ック１１００の他の構成要素（例えば、制御装置、状態検出装置）の動作を制御してもよ
い。いくつかの実施形態では、処理装置５１０は回路基板であってもよい。
【０１６４】
　電源５５０は、ロック１１００の構成要素（例えば、処理装置５１０、制御装置、状態
検出装置）の動作に電力を供給してもよい。いくつかの実施形態では、電源５５０はバッ
テリであってもよい。
【０１６５】
　ロック機構１１１０は、ロックタング、ボルト、ロックシリンダなどを含み得る。ロッ
ク機構１１１０は、所定の経路に沿って移動してもよい。ロック１１００の状態は、ロッ
ク機構１１１０の移動に伴って変化してもよい。例えば、ロック１１００は、図１１に示
すようにロック機構１１１０の端部が位置Ｂにあるとき、施錠状態を有してもよい。ロッ
ク１１００は、ロック機構１１１０の端部が位置Ｂにない（例えば、位置Ａにある）とき
、開状態を有してもよい。
【０１６６】
　いくつかの実施形態では、本開示の他の場所で説明されるようなロック機構１１１０の
第１の位置は位置Ｂであってもよい。本開示の他の場所で説明されるようなロック機構１
１１０の第２の位置は、位置Ｂ以外の任意の位置であってもよい。例えば、第２の位置は
位置Ａであってもよい。
【０１６７】
　制御装置は、ロック機構１１１０の移動を制御してロック１１００の状態を制御（すな
わち、ロック１１００を解錠又は施錠する）してもよい。制御装置は、モータ１１２０、
ウォームギア１１３０、及びウォーム１１４０を含み得る。モータ１１２０は、ある方向
に回転するようにウォームギア１１３０を駆動してもよく、それによりウォーム１１４０
を回転してもよい。ウォーム１１４０の回転により、ロック機構は、ある位置に向かって
移動してもよい。
【０１６８】
　例えば、モータ１１２０は、ウォームギア１１３０を第１の方向に回転させるように駆
動してもよく、それにより、ウォーム１１４０を図１１の反時計方向に回転させてもよい
。ウォーム１１４０の回転はさらに、ロック機構１１１０をギアの噛み合いを介して位置
Ｂに向かって移動させてもよい。別の例として、モータ１１２０は、ウォームギア１１３
０を第１の方向の反対方向に回転させるように駆動してもよく、それにより、ウォーム１
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１４０を図１１の時計回り方向に回転させてもよい。ウォーム１１４０の回転はさらに、
ロック機構１１１０を位置Ａに向かって移動させてもよい。いくつかの実施形態では、モ
ータ１１２０は直流モータであってもよい。
【０１６９】
　状態検出装置は、ロック１１００の状態を決定してもよい。状態検出装置は、第１のス
イッチ１１５０及び第２のスイッチ１１６０を含み得る。第１のスイッチ１１５０は、ロ
ック１１００が施錠状態にあるか否かを検出するように構成されてもよい。ロック機構１
１１０の少なくとも一部が第１のスイッチ１１５０に物理的に接続される場合、状態検出
装置は、ロック１１００が施錠状態にあると決定してもよい。いくつかの実施形態では、
第１のスイッチ１１５０は、第１の接点を有することができるばね片を含み得る。ロック
機構１１１０の少なくとも一部が第１のスイッチ１１５０の第１の接点に物理的に接続さ
れる場合、状態検出装置は、ロック１１００が施錠状態にあり得ると決定してもよい。
【０１７０】
　第２のスイッチ１１６０は、ロック１１００が開状態にあるか否かを決定するように構
成されてもよい。ロック機構１１１０が第２のスイッチ１１６０に物理的に接続される場
合、状態検出装置は、ロック１１００が開状態にあると決定してもよい。いくつかの実施
形態では、第２のスイッチ１１６０は、第２の接点を含み得るばね片を含み得る。ロック
機構１１１０が第２のスイッチ１１６０の第２の接点に物理的に接続される場合、状態検
出装置は、ロック１１００が開状態にあると決定してもよい。
【０１７１】
　いくつかの実施形態では、ロック１１００は、第１のスイッチ１１５０及び第２のスイ
ッチ１１６０のうちの一つのみを含み得る。例えば、ロック１１００は第１のスイッチ１
１５０のみを含み得る。ロック機構１１１０が第１のスイッチ１１５０（又は第１のスイ
ッチ１１５０の第１の接点）に物理的に接続される場合、ロック１１００は施錠状態にあ
る。ロック機構１１１０が第１のスイッチ１１５０（又は第１のスイッチ１１５０の第１
の接点）に物理的に接続されない場合、状態検出装置は、ロック１１００が開状態にある
と決定してもよい。
【０１７２】
　なお、図１１に示すロック１１００は、例示のために提供されるものに過ぎず、本開示
の範囲を限定するものではない。当業者であれば、本開示の教示下で複数の変形及び修正
を行ってもよい。しかしながら、これらの変形及び修正は、本開示の範囲から逸脱するも
のではない。
【０１７３】
　図１２は、本開示のいくつかの実施形態に係る例示的な電源を示す概略図である。電源
１２００は、本開示の他の場所（例えば、図４～１０及びその関連説明）で説明されるよ
うな電源５５０の実施形態であってもよい。いくつかの実施形態では、電源１２００は、
ロック１１００の構成要素（例えば、処理装置５１０、制御装置、状態検出装置）の動作
に電力を供給してもよい。電源１２００は、本開示で説明されるその機能を実装するため
の機構の任意の組み合わせを含み得る。
【０１７４】
　電源１２００は、太陽エネルギーモジュール１２１０及びバッテリ１２２０を含み得る
。いくつかの実施形態では、太陽エネルギーモジュール１２１０は、両面ソーラーパネル
１２１３及び複数の反射板１２１５を含み得る。複数の反射板１２１５は、両面ソーラー
パネル１２１３の下方に構築されてもよい。太陽エネルギーモジュール１２１０は、発電
するように構成されてもよい。バッテリ１２２０は、太陽エネルギーモジュール１２１０
（例えば、両面ソーラーパネル１２１３）によって発電された電気を蓄えるように構成さ
れてもよい。
【０１７５】
　いくつかの実施形態では、両面ソーラーパネル１２１３の上面及び下面は、強化ガラス
１２１７で構成されてもよい。複数の反射板１２１５は、強化ガラス１２１７を介して両
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面ソーラーパネル１２１３に光を反射するように構成されてもよい。次いで、両面ソーラ
ーパネル１２１３は、光に基づいて発電してもよい。反射板１２１５の形状は三角形を含
み得る。
【０１７６】
　いくつかの実施形態では、強化ガラス１２１７は、接着剤によって両面ソーラーパネル
１２１３に接続されてもよい。例えば、接着剤は、水溶性接着剤（例えば、ポリビニルア
ルコール）、熱可塑性接着剤（例えば、ポリスチレン、ポリウレタン）、エマルション接
着剤（例えば、ポリ酢酸ビニル樹脂、アクリル樹脂）などを含み得る。
【０１７７】
　いくつかの実施形態では、両面ソーラーパネル１２１３は、バッテリ１２２０に接続さ
れてもよい。バッテリ１２２０は電力検出モジュール（図１２には図示せず）に接続され
てもよい。電力検出モジュールは、バッテリ１２２０の残存容量を検出するように構成さ
れてもよい。
【０１７８】
　なお、図１２に示す電源１２００は、例示のために提供されるものに過ぎず、本開示の
範囲を限定するものではない。当業者であれば、本開示の教示下で複数の変形及び修正を
行ってもよい。しかしながら、これらの変形及び修正は、本開示の範囲から逸脱するもの
ではない。
【０１７９】
　以上のように基本概念を説明してきたが、当業者には、この詳細な開示を読んだ後、前
述の詳細な開示が、単なる例として提示されているに過ぎず、限定するものではないこと
は明らかである。本明細書には明示的に述べられていないが、様々な変更、改良及び修正
が可能であり、それらは当業者に意図される。これらの変更、改良及び修正は、本開示に
よって示唆されることが意図されており、本開示の例示的な実施形態の精神及び範囲内に
ある。
【０１８０】
　さらに、所定の用語は、本開示の実施形態を説明するために用いられている。例えば、
「一実施形態」、「実施形態」及び／又は「いくつかの実施形態」という用語は、この実
施形態に関連して説明される特定の特徴、構造又は特性が本開示の少なくとも一つの実施
形態に含まれることを意味する。したがって、本明細書の様々な部分における「実施形態
」又は「一実施形態」又は「代替実施形態」への二つ以上の言及は、必ずしも全て同一の
実施形態を指すわけではないことを強調し、それを理解するものとする。さらに、特定の
特徴、構造、又は特性は、本開示の一つ以上の実施形態では適切に組み合わせられてもよ
い。
【０１８１】
　さらに、当業者には理解されるように、本開示の態様は、本明細書において、任意の新
規で有用なプロセス、機械、製造、又は組成物、又はそれらの新規で有用な改良を含む、
多くの特許性のある種類又は文脈のいずれかで例示及び説明されてもよい。したがって、
本開示の態様は、完全にハードウェア、完全にソフトウェア（ファームウェア、常駐ソフ
トウェア、マイクロコードなどを含む）、又はソフトウェアとハードウェアとの組み合わ
せによる実装により実装されてもよく、実装は、本明細書では、一般に、「ユニット」、
「モジュール」、又は「システム」と総称されてもよい。さらに、本開示の態様は、具現
化されたコンピュータ可読プログラムコードを有する一つ以上のコンピュータ可読媒体に
具現化されたコンピュータプログラム製品の形態をとってもよい。
【０１８２】
　コンピュータ可読信号媒体は、例えば、ベースバンドに、又は搬送波の一部として組み
込まれたコンピュータ可読プログラムコードを有する伝搬データ信号を含み得る。このよ
うな伝搬信号は、電磁気、光学など、又はそれらの任意の適切な組み合わせを含む様々な
形態のいずれかをとることができる。コンピュータ可読信号媒体は、コンピュータ可読記
憶媒体ではないが、命令実行システム、機器もしくは装置によって用いられるか、又はこ
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れらに関連させて使用するためのプログラムを通信、伝搬又は伝送し得る任意のコンピュ
ータ可読媒体であってもよい。コンピュータ可読信号媒体上に具現化されたプログラムコ
ードは、無線、有線、光ファイバケーブル、ＲＦなど、又は前述の任意の適切な組み合わ
せを含む任意の適切な媒体を使用して送信されてもよい。
【０１８３】
　本開示の態様の動作を実行するためのコンピュータプログラムコードは、Ｊａｖａ（登
録商標）、Ｓｃａｌａ、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、Ｅｉｆｆｅｌ、ＪＡＤＥ、Ｅｍｅｒａｌｄ
、Ｃ＋＋、Ｃ＃、ＶＢ．ＮＥＴ、Ｐｙｔｈｏｎなどのオブジェクト指向プログラミング言
語、「Ｃ」プログラミング言語、Ｖｉｓｕａｌ　Ｂａｓｉｃ、Ｆｏｒｔｒａｎ　２００３
、Ｐｅｒｌ、ＣＯＢＯＬ　２００２、ＰＨＰ、ＡＢＡＰなどの従来の手続き型プログラミ
ング言語、Ｐｙｔｈｏｎ、Ｒｕｂｙ、Ｇｒｏｏｖｙなどの動的プログラミング言語、又は
他のプログラミング言語を含む一つ以上のプログラミング言語の任意の組み合わせで書き
込まれてもよい。プログラムコードは、完全にユーザのコンピュータ上で、部分的にはユ
ーザのコンピュータ上で、スタンドアロンのソフトウェアパッケージとして、部分的にユ
ーザのコンピュータ上で、部分的にリモートコンピュータ上で、又は完全にリモートコン
ピュータ若しくはサーバ上で実行されてもよい。後者のシナリオでは、リモートコンピュ
ータは、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）又はワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ
）を含む任意のタイプのネットワークを介してユーザのコンピュータに接続されてもよく
、又は接続は、（例えば、インターネットサービスプロバイダを使用してインターネット
を介して）外部コンピュータに対して、もしくはクラウドコンピューティング環境で行わ
れるか、又はサービスとしてのソフトウェア（ＳａａＳ）などのサービスとして提供され
てもよい。
【０１８４】
　さらに、処理要素もしくはシーケンスの記載された順序、又はそれらに対する数字、文
字、もしくは他の指定の使用は、特許請求されるプロセス及び方法を、特許請求の範囲に
指定され得る以外にいかなる順序にも限定する意図はない。上記開示は、本開示の様々な
有用な実施形態であると現在考えられるものを様々な実施例を通して論じているが、その
ような詳細は当該目的のものでしかなく、添付の特許請求の範囲は、開示される実施形態
に限定されず、それどころか、開示される実施形態の精神及び範囲内にある修正及び等価
な構成を包含するように意図されることが理解されるべきである。例えば、上述した様々
な構成要素の実装は、ハードウェア装置において具現化されてもよいが、ソフトウェアの
みのソリューションとして、例えば、既存のサーバ又はモバイルデバイス上にインストー
ルとして実装されてもよい。
【０１８５】
　同様に、本開示の実施形態の前述の説明では、様々な特徴は、時に本開示を簡素化する
ために単一の実施形態、図、又はそれらの説明にグループ化されて、様々な本発明の実施
形態の一つ以上の理解を支援していることが理解されるべきである。しかしながら、この
開示方法は、特許請求される主題が各請求項に明示的に記載されるよりも多くの特徴を必
要とするとの意図を反映したものであるとは解釈されてはならない。むしろ、本発明の実
施形態は、前述の開示された単一の実施形態のすべての特徴よりも少ないものである。
【０１８６】
　いくつかの実施形態では、本出願の特定の実施形態を説明し、特許請求するために用い
られる量又は特性を表す数は、いくつかの場合に用語「約」、「おおよそ」又は「実質的
」によって修飾されるものであると理解されるべきである。例えば、別途に規定されない
限り、「約」、「おおよそ」又は「実質的」は、それらが記載する値の±２０％変化量を
表すことができる。したがって、いくつかの実施形態では、明細書又は添付の特許請求の
範囲に記載される数値パラメータは、特定の実施形態によって取得されることが求められ
る所望の特性に応じて変化し得る近似値である。いくつかの実施形態では、数値パラメー
タは、報告された有意の数字の数にかんがみて、そして通常の丸め技術を適用することに
より、解釈されるべきである。本出願のいくつかの実施形態の広い範囲に記載される数値
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範囲及びパラメータが近似値であるにもかかわらず、特定の実施例に記載される数値は、
可能な限り正確に報告されている。
【０１８７】
　本明細書で参照される特許、特許出願、特許出願の出版物、並びに、論文、書物、明細
書、出版物、文書、事物及び／又は同様のものなどの他の材料のそれぞれは、すべての目
的のためにその全体が参照により本明細書に組み入れられるが、それらに関連した任意の
審査ファイル履歴、本文書と一致しないか又は矛盾するそれらのいずれか、あるいは本文
書にここで又は後に関連する特許請求の最も広い範囲に関して限定的な影響を及ぼし得る
それらのいずれかは除外する。例として、組み込まれた任意の材料に関連する用語の説明
、定義及び／又は使用と、本文書に関連する用語の説明、定義及び／又は使用との間に何
らかの不一致又は矛盾が存在する場合、本文書における用語の説明、定義及び／又は使用
が優先される。
【０１８８】
　最後に、本明細書に開示された本出願の実施形態は、本出願の実施形態の原理を例示す
るものであると理解されるべきである。使用され得る他の修正は、本出願の範囲内であり
得る。したがって、例として、本出願の実施形態の代替的な構成が本明細書中の教示に従
って利用され得るが、それらに限定されない。したがって、本出願の実施形態は、まさに
示され、説明されたようなものに限定されない。

【図１】 【図２】
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